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は じ め に 

 

本市は、平成１９年度に第１期地域福祉計画、平成２４年度

に第２期地域福祉計画を策定し、地域福祉の推進に努めてまい

りました。この１０年間で人口減少や少子高齢化、核家族化、

雇用形態の多様化などの社会情勢の変化は更に進展し、地域に

おける人間関係の希薄化などの意識の変化も進む中で、住民の

福祉に関するニーズは多様化、複雑化しております。 

また、東日本大震災や熊本地震などの経験により、大規模災

害時においては、自分の身は自分で守る「自助」の取り組みと

ともに、住民同士の支え合いである「共助」の取り組みが、防災・減災を図る上で非

常に重要であると改めて認識されたことから、隣近所で日頃から顔の見える人間関係

づくりをどのように行っていくかも課題となっております。 

本計画は、２０１８（平成３０）年度から２０２２（平成３４）年度までの５年間

を計画期間とし、これまでの基本理念である「みんなが主役！ふれあって、たすけあ

って、そだちあう 福祉のまち あらお を目指して」を継承した上で、社会情勢の

変化や本市における課題を踏まえながら、社会福祉協議会が作成する「地域福祉活動

計画」と一体的に策定しております。 

地域における様々な生活課題を解決するためには、地域の人と人とのつながりを大

切にして、お互いに助けたり助けられたりする関係や仕組みをつくり、住民、地域、

社会福祉協議会、行政などが連携・協力して課題に取り組んで行くことが重要となり

ます。 

この計画が、本市が目指す「しあわせ 創生 あらお」の実現に向けて、地域福祉

を更に推進するための指針となるよう取り組んでまいりますので、皆様のご協力、ご

理解を賜りますようお願い申し上げます。 

最後になりましたが、専門的な立場から熱心にご議論いただきました策定委員会の

皆様をはじめ、アンケート調査やヒアリング調査など、本計画策定にあたりご協力い

ただきましたすべての皆様に心から感謝申し上げます。 

 

                 平成３０年３月 

荒尾市長 浅田 敏彦 

   

  



計画の策定にあたって 

 

現在、福祉政策は大きな転換期を迎えており、国は高齢者人

口がピークとなる２０２５年までに地域のささえあいを重視し

た地域包括ケアシステムの構築を進めております。また、平成

３０年度から開始予定となっている新たな政策では地域包括ケ

アシステムをさらに充実させるとともに「地域のささえあい」

がこれからの地域福祉を進める重要なキーワードとなっており

ます。 

そのような中、荒尾市社会福祉協議会では平成２２年に第１

期、平成２７年に第２期の地域福祉活動計画を策定し、荒尾市の地域福祉を進めてま

いりました。これまでの取り組みにより、ささえあいの意識が地域に広まり、現在で

は荒尾市の半数を超える区でささえあい活動に取り組んでいただいており少しずつ

ではありますが、地域福祉が根付いてきていると実感しております。 

これからの５年間でさらに地域福祉の充実を図るため、今期の計画からは荒尾市の

地域福祉計画と荒尾市社会福祉協議会の地域福祉活動計画を一体的に策定すること

となりました。今までは各々が計画を策定して、各々の計画を確認しあいながら双方

で地域福祉を進めてまいりましたが、今期からは互いの連携が円滑に進み、地域のさ

さえあい活動を基礎とした新たな事業展開ができるものと確信しております。 

また、今回の計画では、国の新たな政策の開始に伴い、いくつかの事業実施を検討

することとしております。地域コミュニティ事業の更なる発展、地域における様々な

問題を解決するための相談体制づくりや問題の解決を図るコミュニティソーシャル

ワーカ―配置の検討などを計画に盛り込むなど、これからの５年間でさらなる地域福

祉の充実を図ってまいります。 

最後になりますが、荒尾市社会福祉協議会では市民の皆様が住み慣れた地域で活き

活きと暮らしていくことができますよう、荒尾市や様々な民間事業所などと密に連携

を図りながら、地域福祉の中核的役割を担う組織としてこれからも活動を続けてまい

ります。 

ご協力いただきました策定委員の皆様をはじめ地域住民の皆様にお礼を申し上げ

ますとともに今後も地域福祉活動へのご協力をお願い申し上げます。 

 

平成３０年３月 

荒尾市社会福祉協議会  

会長 丸山秀人 
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第１章 計画の概要 

１ 計画の背景・目的 

全国的に、少子高齢化や人口減少の進展により、支援を必要としている高齢者の割

合は高まる一方で、それを支える若い世代の割合は減少しています。また、住民一人

ひとりの抱える福祉や介護などのニーズも多様化し、高齢者や障がい者などに対する

支援は公的サービスだけで充足することは難しくなってきています。 

一方で、日ごろからの地域コミュニティ※１における自主防災組織※２などの取り組

みが大規模災害時では重要であることが、平成２３年３月に発生した東日本大震災や

平成２８年４月に発生した熊本地震において再認識させられました。 

しかしながら、核家族化が進み、個人の価値観や生活様式が多様化する中で、地域

における住民同士のふれあいや助け合いはもとより、家族のつながりさえも希薄化し

ているとも言われています。独居高齢者の孤立死や老老介護、子育て世帯の児童虐待

など、社会から孤立する人の支援も必要となっています。 

また、雇用形態の多様化に伴い非正規雇用労働者も増え、景気の動向によって雇用

が不安定化し、生活困窮に陥る人も少なくありません。 

本市では、平成１９年度に第 1期地域福祉計画（平成２０～２４年度）、平成２４

年度に第２期地域福祉計画（平成２５～２９年度）を策定し、「みんなが主役！ふれあ

って、たすけあって、そだちあう 福祉のまち あらお を目指して」を基本理念に、

地域住民やボランティア団体などの関係団体と協働で地域福祉の推進に取り組んで

きました。 

今回の第３期計画では、近年の社会情勢や本市における福祉に関する新たな課題、

国、県の動向を踏まえつつ、これまで、荒尾市社会福祉協議会が策定してきました「荒

尾市地域福祉活動計画」と一体的に策定を行うことで、更なる地域福祉の充実を目指

します。 

 

※１：住民同士のつながりや交流を行っている地域社会や住民の集団のこと。 

※２：地域住民が自主的に防災活動を行う任意組織のこと。 
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２ 計画の根拠 

（１）地域福祉計画の根拠 

地域福祉計画は、社会福祉法第１０７条の規定に基づき、地域福祉の推進に関す

る事項を定め、福祉関係の個別計画に基づく福祉施策を総合的に推進するうえでの

理念と、地域の福祉力を高めるための施策を示すものです。 

 

 

 

 

（ 地域福祉の推進 ） 

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を

行う者（以下「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする

地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あ

らゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければ

ならない。 

２ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及

びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となること

の予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健

医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域

社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆ

る分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題（以下「地域生活課題」と

いう。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関（以下「支援関係

機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。 

 

（ 市町村地域福祉計画 ） 

第 107条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定

める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

（１）地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、

共通して取り組むべき事項 

（２）地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

（３）地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

（４）地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

（５）前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関

する事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじ

め、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努め

るものとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評

価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を

変更するものとする。 

 

社会福祉法 抜粋 （平成３０年４月施行） 
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（２）地域福祉活動計画の根拠 

地域福祉活動計画は、「地域福祉計画策定への協力ならびに地域福祉活動計画推

進における社会福祉協議会の取り組み方針」に基づき、地域福祉の推進を目的とし

た民間の活動・行動計画で地域福祉の推進に関する事項を定めたものです。 

 

地域福祉活動計画とは、社会福祉協議会が呼びかけて、住民、地域において社会福祉に

関する活動を行う者、社会福祉を目的とする事業（福祉サービス）を経営する者が相互協

力して策定する地域福祉の推進を目的とした民間の活動・行動計画であり、その内容は、

福祉ニーズが現れる地域社会において、福祉課題の解決をめざして、住民や民間団体の行

う諸々の解決活動と必要な資源の造成・配分活動などを組織だって行うことを目的として

体系的かつ年度ごとにとりまとめた取り決めである。 

 

「地域福祉計画策定への協力ならびに地域福祉活動計画推進における社会福祉協議会の取組み方針」 

(平成１５年１１月全国社会福祉協議会) 
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３ 計画の位置づけ 

「荒尾市地域福祉計画」は、市政運営の基本方針である「荒尾市総合計画」を上

位計画とした部門計画であり、社会福祉法第１０７条に基づく「市町村地域福祉計

画」として、「地域福祉の推進」を図るための基本指針となるものです。 

高齢者、障がい者、子どもなどを対象とした福祉に関する市の分野別計画と整合

性や連携を図りながら、これらの計画を総合的に包括した計画として、住民の主体

的なまちづくりに対する参画を促し、生活全般にわたる福祉の向上を図ることを目

的としています。 

また、「荒尾市地域福祉活動計画」は、住民の参画をもとに地域住民、ボランティ

ア、NPO※３などが自主的・自発的な活動を行いながらお互いに連携し、地域での

組織化を具体的に進めていく計画です。 

今回の計画策定においては、地域福祉推進のための基盤や体制づくりを推進する

ための「荒尾市地域福祉計画」と、それを実行するための住民活動、行動のあり方

を定める「荒尾市地域福祉活動計画」とを一体的に検討し「荒尾市地域福祉計画・

地域福祉活動計画」（第３期）（以下「本計画」という。）として策定することで、基

本理念を共有し、行政や住民、地域福祉団体、ボランティア、NPO、事業所など地

域に関わるものの役割や協働で取り組む事項を明確にし、実効性のある計画とする

ものです。 

 

※３：非営利活動を行う市民団体のこと。 
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４ 計画の期間 

本計画の期間は、２０１８（平成３０）年度から２０２２（平成３４）年度

までの５年間とします。 

なお、社会状況の変化などを踏まえ、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

 

 

  

2007年 2018年 2022年
22 23 24 34年29 30

★

社会福祉協議会

31 32 3325 26 27 28平成19年 20 21

★

★

第１期地域福祉計画

第2期地域福祉計画

★
地域福祉計画・地域福

祉活動計画（第3期）

★
第2期地域福祉

活動計画

★
第1期地域福祉

活動計画
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５ 計画について 

（１）地域福祉計画とは 

地域福祉とは、地域の人と人とのつながりを大切にし、お互いに助けたり助け

られたりする関係や仕組みをつくっていくことで、生活課題を解決し、地域全体

をより良いものにしていこうとする営みです。 

これからのまちづくりは、子どもから高齢者、障がい者などすべての住民が住

み慣れた地域の中で心豊かに安心して暮らせるような仕組みを住民、地域、行政

が手を携えてつくり、それを持続させていくことが求められています。そのため

には、さまざまな生活課題について住民一人ひとりの努力（自助）、住民同士の相

互扶助（共助）、公的な制度（公助）の連携によって解決していく必要があります。 

すべての住民が主役となり、生き生きと、自分らしく、安心して暮らせる福祉

の地域づくりを進めていくための指針となるべきものが地域福祉計画です。 

 

 

 

自助とは・・・個人や家庭による自助努力 

共助とは・・・地域社会による助け合い 

公助とは・・・公的な制度として行う福祉・保健・医療その他のサービスや 

提供体制の環境づくり 

 

 

 

 

 

（２）地域福祉活動計画とは 

地域福祉活動計画は、社会福祉法第１０９条により、地域福祉を推進する団体と

位置づけられた社会福祉協議会が呼びかけて、そのまちに暮らす人たち一人ひとり

が、地域社会を担う一員として、自分の地域について考え、みんなで住みよい地域

づくりを行っていく事を目的として作成する行動計画です。 

  

共 助

（地域 ・ 団体）

自 助

（個人 ・ 家族等）

公 助

（公的機関等）

地域福祉の考え方 
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（３）地域福祉計画と地域福祉活動計画の関係性について 

「地域福祉計画」は、市が地域福祉を進めるための理念や仕組みをつくる計

画であり、「地域福祉活動計画」は、社会福祉協議会が中心となって地域住民の

立場から地域福祉を推進する民間の行動計画です。 

地域福祉計画と地域福祉活動計画はどちらも地域福祉の推進のために定める

ものであり、相互に連携しながら補完・補強し合う関係にあります。 

                    
 

 

 

 

  

地域福祉計画 

地域福祉を推進するための 

「理念」「仕組み」 

公民の協働による計画 

地域福祉活動計画 

地域福祉を推進するための 

地域住民などの民間主体の 

自主的・自発的な 

「行動計画」 

民間相互の協働 

による計画 

地域福祉の理念の共有 

役割分担、相互連携、補完、補強 
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６ 計画策定の体制及び経緯 

（１）荒尾市地域福祉計画策定委員会設置 

本計画を策定するにあたり、幅広い分野からの意見を踏まえ地域福祉推進に

係る検討を行うため、「荒尾市地域福祉計画策定委員会」を設置し、協議を行い

ました。 

 

 開催日時 内容 

第 １ 回 平成２９年 

８月３０日 

●荒尾市の福祉の現状について 

●荒尾市地域福祉計画の概要について 

●第２期荒尾市地域福祉計画の取り組みについて 

●第３期荒尾市地域福祉計画策定における進め方 

について 

●荒尾市地域福祉に関するアンケート調査について 

第 ２ 回 平成２９年 

１１月１３日 

●第１回委員会の議事録について 

●第２期荒尾市地域福祉活動計画の取り組みについ

て 

●アンケート調査、ヒアリング調査の結果について 

●計画骨子について 

第 ３ 回 平成３０年 

１月２３日 

●第２回委員会の議事録について 

●計画素案について 

●パブリックコメントについて 

第 ４ 回 平成３０年 

３月９日 

●第３回委員会の議事録について 

●パブリックコメントの結果について 

●計画最終案について 

●次年度以降の評価について 

●計画概要版案について 
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（２）荒尾市地域福祉計画策定作業部会設置 

地域福祉に関するさまざまな事業や施策を検討・調整しながら、市の関係各

課と連携を図るとともに、地域福祉を推進する際に中心的な役割を担う社会福

祉協議会とも連携を図りながら計画を策定するため、「荒尾市地域福祉計画策定

作業部会」を設置し、協議を行いました。 

 

 開催日時 内容 

第 １ 回 平成２９年 

８月２１日 

●第２期荒尾市地域福祉計画の概要について 

●第２期荒尾市地域福祉計画の取り組みについて 

●第３期計画策定における進め方について 

●荒尾市地域福祉に関するアンケート調査について 

●第１回策定委員会について 

第 ２ 回 平成２９年 

１１月８日 

●第２期荒尾市地域福祉活動計画の取り組みについ

て 

●アンケート調査、ヒアリング調査の結果について 

●計画骨子について 

第 ３ 回 平成２９年 

１２月２２日 

●アンケート調査、ヒアリング調査分析について 

●荒尾市地域福祉計画・地域福祉活動計画の具体的

施策について 

第 ４ 回 平成３０年 

３月５日 

●パブリックコメントの結果について 

●計画最終案について 

●次年度以降の評価について 

●計画概要版案について 

 

 

（３）アンケート概要 

本計画を策定するにあたり、市民の方々の地域福祉に関する意見や意識、生

活課題を把握するためにアンケート調査を実施しました。 

調査対象 市内在住の満１８歳以上の市民２,０００人 

（年齢階層ごとに無作為抽出） 

調査方法 郵送発送・郵送回収 

調査期間 平成２９年９月１６日～１０月２日 

回収数（回収率） ８８７（回収率：４４．４％） 
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（４）困りごと・ニーズのヒアリングについて 

荒尾市地域福祉計画及び荒尾市地域福祉活動計画の改定作業に先立ち、地域

福祉に関わる地域課題の抽出や、今後望まれる取り組みや方向性を把握するた

めに、介護予防の体操教室参加者に対してヒアリング調査を実施しました。 

調査対象 社会福祉協議会主催の介護予防の体操教室参加者 １７９名 

市内で実施している介護予防の体操教室１４か所（はつらつ教室（全

地区対象）、原区、大平区、市屋、山浦、北増永、万田東、東宮内、田

倉、万田西、境崎、桜山、高浜、庄山）で調査。 

調査方法 社会福祉協議会職員（生活支援コーディネータ）による聞き取り調査 

調査期間 平成２９年３月から７月まで 

 

 

（５）パブリックコメント 

本計画案に対し、広く住民の意見を求めるため、パブリックコメント（ご意

見の募集）を行いました。実施期間は平成３０年２月１日から２月２８日まで

です。 
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第 2章 荒尾市の現状 

１ 統計からみる荒尾市の現状 

（１）総人口及び人口構成比の推移 

本市の平成２７年の国勢調査における総人口は、２０年前の平成７年と比較して３,

９８２人減少しています。国立社会保障・人口問題研究所の予測によると今後も人口

の減少傾向は続き平成４２（２０３０）年には４８,１５３人になると予測されていま

す。 

また、老年人口（６５歳以上）の割合は増加の傾向にあり、生産年齢人口（１５～

６４歳）の割合は減少しています。 

 

 

（２）６５歳以上の高齢者がいる世帯の世帯構成の推移 

６５歳以上の高齢者がいる世帯の世帯構成をさらに詳しくみると、高齢者の単身世

帯が２０年前の平成７年と比較して１,２３５世帯増加（割合で換算すると１９．７％

から２６．７％となり７％増）しており、６５歳以上の夫婦のみで構成される世帯も

９８６世帯増加（割合で換算すると２７．６％から３０．４％となり２．８％増）し

ています。 
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（３）国・県・本市の高齢化率の推移 

本市の平成２７年の国勢調査における高齢化率は、２０年前の平成７年と比較して

１０．６％増加した３２.６％となり、本市の人口の約３人にひとりは６５歳以上の高

齢者が占める状況となっています。この状況は、国の高齢化率２６．６％や県の２８．

８％を大きく上回っています。 

 

 

 

（４）要介護等認定者数及び要介護等認定率の推移 

高齢化の進展や介護保険制度が定着したことから、本市の平成２８年度の要介護認

定者数は、制度が開始された平成１２年度と比べると１,５８６人増加し３,４４５人

となっています。また、介護認定率が平成２４年度でピークとなり平成２６年度から

減少しているのは、戦後生まれの「団塊の世代」が６５歳以上となり、母数となる高

齢者数が増加していることに起因しています。 
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（５）母子・父子世帯数の推移 

本市の平成２７年の国勢調査における母子世帯数は、２０年前の平成７年と比較し

て１７９世帯増加した４８０世帯となっていますが、父子世帯数は、ここ２０年間は

あまり変動は無く３５世帯から４０世帯前後で推移しています。 

 

 

 

（６）身体障害者手帳障害種別交付状況の推移 

本市における身体障害者手帳の障害種別交付状況は、平成２４年度から平成２８年

度までの５年間を通じて総数は減少傾向となっています。また、肢体障がいと内部障

がい※４が約８１％を占める状況となっています。 

 

 

※４：身体内部の内臓の機能に障がいがあり日常生活が制限されること  
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（７）療育手帳の交付状況の推移 

本市における療育手帳の交付状況は、平成２４年度から平成２８年度までの５年間

で１１１件増加して５５７件になりました。特に平成２７年度から平成２８年度にか

けては、障がい児のＢ２該当者への交付が増加しています。 

 

 

（８）精神障害者保健福祉手帳交付状況の推移 

本市における精神障害者保健福祉手帳の交付状況は、平成２４年度から平成２８年

度までの５年間で８５件増加して４４７件になりました。手帳の種別では２級該当者

への交付が増加しており平成２８年度では約６０％を占めています。 
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２ アンケートからみる荒尾市の現状 

（１）地域生活について 

ア 「近所付き合いに対する考え方はどれに近いか」では、７０歳以上で「親しく相
談したり助け合ったりするのは当然である」や「わずらわしいと思うが、日常生活に

便利なことが多いので必要である」の割合が高くなっています。 

 また、４０歳未満においては、「なくても困らないので、あまりしたくない」が約 2

割となっています。このことから、７０歳以上の人では近所付き合いについて当然必

要だと思っているのに対し、４０歳未満の年代では、少数ですが近所付き合いの必要

性を感じていない人がいることが伺えます。 

 住み慣れた地域での「支え合い」の重要性や必要性について、周知・啓発を行う必

要があります。 

 

【近所付き合いに対する考え方はどれに近いか】 
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全体

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

親しく相談したり助け合ったりするのは当然である
わずらわしいと思うが、日常生活に便利なことが多いので必要である
わずらわしいことが多いので、あまりしたくない
なくても困らないので、あまりしたくない
その他
わからない
無回答



16 

 

イ 「あなたは、現在どの程度近所付き合いをしているか」では、「とても親しく付き

合っている」と「わりと親しく付き合っている」を合わせた割合が「７０～７９歳」、

「８０歳以上」において、５割を超えており、年齢が高くなるにつれて、近所と親し

く付き合っていることが伺えますが、４０歳未満の年代において、「ほとんどもしく

は全く付き合っていない」割合が４割を超え、若い世代においては近所付き合いが希

薄である人が多い傾向が見られます。 

 近所付き合いに対する世代ごとの傾向を捉え、近所付き合いが生じるような交流の

場や機会を提供する必要があります。 

 

【あなたは、現在どの程度近所付き合いをしているか】 

 

 

  

6.4%

13.3%

1.6%

1.1%

1.8%

4.5%

5.7%

12.8%

11.9%

25.8%

13.3%

10.9%

15.4%

18.8%

23.1%

23.7%

40.6%

38.8%

43.3%

26.7%

34.4%

38.5%

50.9%

47.8%

49.8%

36.9%

38.8%

23.0%

46.7%

51.6%

44.0%

27.7%

24.6%

17.5%

8.6%

9.0%

1.5%

1.6%

1.1%

0.9%

3.3%

1.1%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

とても親しく付き合っている わりと親しく付き合っている
付き合いはしているがそれほど親しくはない ほとんどもしくは全く付き合っていない
無回答
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ウ 「地域の人たちが協力して取り組んでいくことが特に必要な問題はどのようなこ

とか」では、「ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯への支援」、「災害時の助け合

い」への回答が多く、「住民同士がともに支え合う地域づくりを進めるために市はど

のような支援を行う必要があるか」では、「地域の人々が知り合う機会を増やす」、「支

え合う地域づくりに取り組む組織づくりをする」、「お互いの人格を認め合いながら、

ともに生きる地域づくり（まちづくり）に関する意識啓発をする」が多くなっていま

す。 

 交流の機会の創出とともに、地域活動の組織づくりや心のバリアフリー※５などの

意識啓発などを行う必要があります。 

【地域の人たちが協力して取り組んでいくことが特に必要な問題はどのようなことか】 

 

【住民同士がともに支え合う地域づくりを進めるために 

市はどのような支援を行う必要があるか】 

 

※５：お互いに理解を深めようとコミュニケーションを取り、支え合うこと  

59.9%

11.9%

11.4%

19.1%

9.0%

61.8%

2.4%

1.4%

0.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯への支援

障がいのある人への支援

子育てで悩んでいる家庭への支援

健康づくりへの支援

青少年の健全育成への支援

災害時の助け合い

その他

特にない

無回答

31.1%

34.2%

36.9%

23.1%

7.4%

12.0%

1.4%

4.3%

3.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

地域の人々が知り合う機会を増やす

支え合う地域づくりに取り組む組織づくりをする

お互いの人格を認め合いながら、ともに生きる地域

づくり（まちづくり）に関する意識啓発をする

地域の自治会活動やボランティア活動への参加促進

や活動支援をする

地域で活動する様々な団体同士の交流を進める

様々な団体への資金援助

その他

特にない

無回答
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エ 「あなたや家族が高齢・病気や子育てなどで日常生活が不自由になったとき、地

域でどのような手助けをして欲しいと思うか」では、「安否確認の声かけ」や「災害時

の手助け」への回答が多くなっています。また、「隣近所に、高齢者や障がいのある人

の介護、子育てなどで困っている家庭があった場合、どのような手助けができるか」

についても、「安否確認の声かけ」と「災害時の手助け」への回答が多くなっていま

す。 

 このことから、地域住民が参加できる見守り活動などのボランティア活動や災害ボ

ランティアなどを充実させる必要があります。 

 

【あなたや家族が高齢・病気や子育てなどで日常生活が不自由になったとき、 

地域でどのような手助けをして欲しいと思うか】 

 

 

【隣近所に、高齢者や障がいのある人の介護、子育てなどで困っている家庭があった場合、 

どのような手助けができるか】 

 

  

56.5%

25.7%

26.4%

17.9%

15.4%

29.1%

20.6%

14.5%

34.9%

56.5%

1.9%

6.7%

2.0%

安否確認の声かけ

話し相手

買い物の手伝い

家事の手伝い

お弁当の配食

通院など外出の手伝い

電球交換などの困りごと支援

短時間の子どもの預かり

高齢者などの見守り

災害時の手助け

その他

特にない

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

66.1%

33.1%

20.2%

6.1%

7.1%

12.0%

9.4%

25.6%

50.7%

1.6%

6.9%

2.8%

安否確認の声かけ

話し相手

買い物の手伝い

家事の手伝い

お弁当の配食

通院など外出の手伝い

短時間の子どもの預かり

高齢者などの見守り

災害時の手助け

その他

特にない

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%



19 

オ 「あなたが住んでいる地域のことで何とかしなければならないと感じている問題 

は何か」では、「ひとり暮らしの高齢者等のこと」、「交通の便が不便なこと」、「空き家

が増加していること」などへの回答が多くなっています。 

住み慣れた地域で暮らし続けることできるように、それぞれの地域課題に対する地

域の取り組みを支援する必要があります。 

 

【あなたが住んでいる地域のことで何とかしなければならないと感じている問題は何か】 

 

 

 

  

12.0%

18.5%

13.1%

16.7%

7.8%

4.7%

28.5%

16.5%

8.9%

14.9%

16.7%

9.4%

6.7%

25.1%

13.9%

3.0%

23.8%

5.0%

14.0%

3.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

くらしや福祉について、誰に相談してよいかわからないこと

住民同士のまとまりや助け合いが乏しいこと

自治会の役員のなり手がないこと

介護が必要な高齢者を抱えている世帯のこと

障がい者（児）のいる世帯のこと

母子家庭や父子家庭のこと

ひとり暮らしの高齢者等のこと

子どもの遊び場がないこと

子どものいじめや非行のこと

子どもの通学時等の安全確保のこと

ごみ処理や駐車、騒音などの生活環境のこと

災害や事故にあうこと

犯罪（振り込め詐欺等）にあうこと

交通の便が不便なこと

買い物するところがないこと

引きこもりに関すること

空き家が増加していること

その他

特になし

無回答



20 

カ 「住んでいる地区を担当している民生委員・児童委員を知っているか。また活動

内容を知っているか」では、約４割の人が担当・活動内容ともに知らないと回答して

おり、４０歳未満では６割以上の人が担当・活動内容ともに知らない現状です。 

 地域福祉の重要な担い手である民生委員・児童委員のことについて、周知を行う必

要があります。 

 

【住んでいる地区を担当している民生委員・児童委員を知っているか。 

また活動内容を知っているか】 

 

 

 

  

15.0%

4.7%

5.5%

2.7%

20.9%

12.8%

26.2%

25.4%

23.6%

10.9%

15.4%

25.9%

18.7%

25.1%

33.7%

25.4%

14.4%

6.7%

9.4%

16.5%

15.2%

14.9%

16.1%

13.4%

14.9%

42.8%

93.3%

75.0%

60.4%

52.7%

44.0%

41.7%

20.9%

23.9%

4.2%

2.2%

3.6%

1.5%

4.3%

5.9%

10.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

担当・活動内容とも知っている 担当が誰かは知っているが、活動内容はよく分からない

担当が誰かは分からないが、活動内容は知っている 担当・活動内容とも知らない

無回答



21 

（２）地域活動への参加について 

ア 「地域活動に参加する際の苦労すること、又は参加できない要因となっているこ

とは、どんなことか」では、「活動する時間がないこと」が最も多く、次いで「参加す

るきっかけが得られないこと」、「身近に一緒に参加できる適当な人がいないこと」が

参加できない要因として挙げられています。 

地域活動の参加を増やすためには、地域活動に関する情報発信を強化し、参加しや

すいきっかけなどを提供していく必要があります。 

 

【地域活動に参加する際の苦労すること、又は参加できない 

要因となっていることは、どんなことか】 

 

  

19.3%

19.7%

22.9%

23.2%

3.7%

34.9%

8.3%

13.9%

7.8%

13.1%

6.3%

身近に団体や活動内容に関する情報がないこと

身近に参加したいと思う適当な活動や

共感する団体がないこと

身近に一緒に参加できる適当な人がいないこと

参加するきっかけが得られないこと

家族や職場の理解が得られないこと

活動する時間がないこと

活動によって得られるメリットが期待できないこと

全く興味がわかないこと

その他

特にない

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%



22 

イ 社会福祉協議会の認知度に関する質問においては、全体の約３割の人が「名前も

行っている事業も全く知らない」と回答しています。なかでも、３０歳未満の若い世

代においては全体の半数以上の人が名前も行っている事業も全く知らない状況です。 

このことから、若い世代に対しても、社会福祉協議会の名前や活動内容の更なる周

知・啓発を行う必要があります。 

【社会福祉協議会の認知度】 

 

 

  

18.5%

9.4%

7.7%

8.9%

19.4%

15.2%

33.2%

28.4%

41.7%

26.7%

29.7%

44.0%

53.6%

45.5%

46.9%

34.2%

31.3%

4.3%

1.6%

1.1%

3.6%

3.0%

4.3%

8.6%

4.5%

31.8%

73.3%

57.8%

46.2%

32.1%

30.6%

30.8%

16.6%

26.9%

3.7%

1.6%

1.1%

1.8%

1.5%

2.8%

7.5%

9.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

名前も、行っている事業もよく知っている 名前は知っているが、どのようなことをしているか知らない

名前は知らないが、行っている事業のことは知っている 名前も、行っている事業も全く知らない

無回答
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（３）福祉サービスについて 

ア 「現在、日々の生活においてどのような悩みや不安を感じているか」では、「自分

や家族の健康のこと」、「自分や家族の老後のこと」が他の回答より高い割合となって

おり、自分や家族といった身近なことに悩みや不安を感じていることが伺えます。 

 自分や家族の健康や老後に不安を感じた時に、必要な福祉サービスの情報を得るこ

とができるように、広報誌やホームページなどできめ細やかな情報を発信していく必

要があります。 

 

【現在、日々の生活においてどのような悩みや不安を感じているか】 

 

 

 

56.2%

64.3%

14.2%

17.0%

36.8%

42.5%

20.0%

11.3%

18.1%

10.0%

25.5%

3.2%

1.5%

0.0%

自分や家族の健康のこと

自分や家族の老後のこと

生きがいに関すること

子育てや教育に関すること

介護の問題

経済的な問題

仕事上の問題

隣近所との関係

住宅のこと

地域の治安のこと

災害時の備えに関すること

人権問題(差別や偏見)に関すること

その他

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

（上段：人　下段：％） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

回

答

者

数
（

人
）

自

分

や

家

族

の

健

康

の

こ

と

自

分

や

家

族

の

老

後

の

こ

と

生

き

が

い

に

関

す

る

こ

と

子

育

て

や

教

育

に

関

す

る

こ

と

介

護

の

問

題

経

済

的

な

問

題

仕

事

上

の

問

題

隣

近

所

と

の

関

係

住

宅

の

こ

と

地

域

の

治

安

の

こ

と

災

害

時

の

備

え

に

関

す

る

こ

と

人

権

問

題

(

差

別

や

偏

見

)

に

関

す

る

こ

と

そ

の

他

無

回

答

298 341 75 90 195 225 106 60 96 53 135 17 8 0

56.2% 64.3% 14.2% 17.0% 36.8% 42.5% 20.0% 11.3% 18.1% 10.0% 25.5% 3.2% 1.5% 0.0%

0 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0.0% 40.0% 40.0% 0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

15 17 9 14 10 20 15 6 4 1 9 1 3 0

34.9% 39.5% 20.9% 32.6% 23.3% 46.5% 34.9% 14.0% 9.3% 2.3% 20.9% 2.3% 7.0% 0.0%

32 31 8 29 14 31 22 7 15 11 18 2 2 0

57.1% 55.4% 14.3% 51.8% 25.0% 55.4% 39.3% 12.5% 26.8% 19.6% 32.1% 3.6% 3.6% 0.0%

46 49 7 30 15 32 23 10 15 12 21 3 1 0

62.2% 66.2% 9.5% 40.5% 20.3% 43.2% 31.1% 13.5% 20.3% 16.2% 28.4% 4.1% 1.4% 0.0%

49 61 14 8 36 34 28 13 18 12 31 3 0 0

58.3% 72.6% 16.7% 9.5% 42.9% 40.5% 33.3% 15.5% 21.4% 14.3% 36.9% 3.6% 0.0% 0.0%

74 92 12 7 51 60 11 10 22 8 28 4 1 0

57.4% 71.3% 9.3% 5.4% 39.5% 46.5% 8.5% 7.8% 17.1% 6.2% 21.7% 3.1% 0.8% 0.0%

58 68 16 2 48 33 5 11 13 5 20 2 1 0

57.4% 67.3% 15.8% 2.0% 47.5% 32.7% 5.0% 10.9% 12.9% 5.0% 19.8% 2.0% 1.0% 0.0%

24 20 6 0 21 13 1 2 8 4 8 1 0 0

66.7% 55.6% 16.7% 0.0% 58.3% 36.1% 2.8% 5.6% 22.2% 11.1% 22.2% 2.8% 0.0% 0.0%

101

80歳以上 36

年

代

別

18～19歳 5

20～29歳 43

30～39歳 56

40～49歳 74

50～59歳 84

60～69歳 129

70～79歳

全体

（単純集計）
530
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イ 「悩みや不安について、誰に、もしくはどこに相談するか」では、悩みについて

の相談先は、「家族・親族」や「知人・友人」などの身近な人に相談している割合が他

の相談先よりも高くなっています。また、「どこに相談したらよいかわからない」や

「相談できる人はいない」といった回答が約１割あります。 

相談窓口の周知とともに包括的な相談窓口を整備する必要があります。 

 

【悩みや不安について、誰に、もしくはどこに相談するか】 

 

  

68.1%

6.8%

44.9%

13.0%

4.9%

1.3%

0.6%

1.3%

1.1%

1.7%

0.9%

3.2%

10.0%

1.7%

3.4%

10.8%

0.6%

0.2%

2.6%

10.9%

8.9%

3.8%

家族・親族

近所の人

知人・友人

職場の同僚

市の相談窓口や職員

民生委員・児童委員

人権擁護委員

自治会の役員

社会福祉協議会

福祉事務所

子育て交流広場

地域包括支援センター

介護支援専門員（ケアマネジャー）

障がい者相談支援事業所

福祉サービスの事業所またはその職員

医療機関（医師・看護師等）や薬局（薬剤師）

ＮＰＯ（民間非営利団体）やその他の民間団体

ボランティア

その他

どこに相談したらよいかわからない

相談できる人はいない

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%



25 

ウ 「福祉サービスの利用に関して、これまでに不都合を感じたり不満に思ったりし

たことはどのようなことか」では、全体の約４割の人が「どこに利用を申し込めばよ

いのかわからなかった」、「福祉サービスに関する情報が入手しづらかった」と回答し

ています。 

また、「利用者が自分に最適なサービスを安心して受けるためには、市は今後どの

ようなことに取り組む必要があるか」では、「相談窓口を充実し、適切な対応やサービ

ス選択の支援ができる体制を整える」、「福祉サービスに関する情報提供を充実する」

の回答が５割を超えていました。 

このことからも、サービスを利用する際の相談窓口やサービス内容に関するわかり

やすい情報提供が求められており、更なる相談体制の充実を図る必要があります。 

 

【福祉サービスの利用に関して、これまでに不都合を感じたり 

不満に思ったりしたことはどのようなことか】 

 

 

【利用者が自分に最適なサービスを安心して受けるためには、 

市は今後どのようなことに取り組む必要があるか】 

 

39.5%

13.2%

26.3%

26.3%

39.5%

19.7%

25.0%

10.5%

5.3%

3.9%

どこに利用を申し込めばよいのかわからなかった

利用を申し込んだが、窓口でたらいまわしにされた

利用手続きが煩雑だった

窓口担当者の対応が悪かった

福祉サービスに関する情報が入手しづらかった

どのサービスが自分にあっているのかわからず、選びにく

かった

利用したいサービスが利用できなかった

サービス内容に満足しなかった

その他

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

60.9%

50.2%

17.2%

10.0%

21.3%

12.9%

6.5%

1.9%

9.7%

5.3%

相談窓口を充実し、適切な対応やサービス選択の支援ができ

る体制を整える

福祉サービスに関する情報提供を充実する

サービスに関する苦情や事業者とのトラブル解決の支援体制

を整える

サービスの内容を評価する仕組みを整える

行政の情報公開を進める

市民が福祉に関わる法律や制度を学習できる機会を増やす

サービス利用者の権利を擁護する仕組みをつくる

その他

特にない

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%
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エ 「高齢者介護や子育て支援、障がいのある人への施策など福祉サービスに関する

情報はどこから入手しているか」では、全体の約７割近くの人が福祉の情報の入手を

「広報あらお」から得ており、「広報あらお」が他の媒体より圧倒的に高くなっていま

した。 

福祉サービス利用時に「情報が入手しにくかった」といった不安や不満を解消する

ために、「広報あらお」からの情報発信を継続・強化し、その他の媒体でも複合して福

祉に関する情報提供を行う必要があります。 

 

【高齢者介護や子育て支援、障がいのある人への施策など 

福祉サービスに関する情報はどこから入手しているか】 

 

  

66.9%

11.2%

10.0%

2.4%

5.0%

10.1%

2.0%

5.4%

13.0%

0.8%

6.8%

12.0%

13.2%

11.0%

1.8%

12.5%

3.3%

広報あらお

市のホームページ

市役所の窓口

民生委員・児童委員

地域包括支援センター

介護支援専門員（ケアマネジャー）

障がい者相談支援事業所

福祉サービスの事業所またはその職員

医療機関（医師・看護師等）や薬局（薬剤師）

ＮＰＯやその他の民間団体

社協だよりや窓口

自治会の回覧板

テレビ・ラジオ・新聞

インターネットやＳＮＳ

その他

特にない

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%
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（４）福祉施策全般について 

ア 「社会福祉サービスを充実させるうえで、行政と地域住民の関係について、あな

たの考えに最も近いものはどれか」では、「福祉に関する課題については、行政も住民

も協力し合いともに取り組むべきである」が最も高くなっており、８０歳以上におい

ては５割を超える割合でした。また、４０歳未満において、「わからない」の回答が２

割以上あります。 

このことから、特に４０歳未満の人に対して社会福祉に関する情報提供だけでなく、

行政と地域住民との協力の重要性や必要性に対しても周知・啓発していく必要があり

ます。 

 

【社会福祉サービスを充実させるうえで、行政と地域住民の関係について、 

あなたの考えに最も近いものはどれか】 

 

 

  

1.7%

6.7%

3.3%

0.9%

1.5%

2.4%

0.5%

1.5%

21.8%

33.3%

29.7%

22.0%

24.1%

23.1%

20.9%

20.9%

11.9%

45.2%

6.7%

37.5%

38.5%

49.1%

49.3%

48.8%

41.7%

53.7%

16.1%

26.7%

10.9%

12.1%

12.5%

14.9%

17.5%

21.9%

13.4%

0.6%

1.8%

1.5%

0.5%

10.3%

26.7%

20.3%

23.1%

10.7%

9.0%

5.2%

6.4%

9.0%

4.4%

1.6%

1.1%

0.9%

0.7%

4.7%

8.6%

10.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

社会福祉を実施する責任は行政にあるので、住民は特に協力することはない

まず行政が実施し、できない場合に住民が協力していくべきである

福祉に関する課題については、行政も住民も協力し合いともに取り組むべきである

まず家庭や地域で助け合い、できない場合に行政が援助すべきである

その他

わからない

無回答



28 

イ 「今後、地域福祉の充実を図るために、市はどのような施策を優先的に取り組む

べきか」では、「高齢者や障がいのある人が、在宅生活を続けられなくなったときに入

所できる施設の整備」が最も多く、次に「身近なところでの相談窓口の充実」が多く

なっています。 

入所施設の整備についてのニーズが高い状況が伺えますが、併せて相談窓口の充実

や在宅福祉が続けられる体制づくりなど地域のニーズにあったサービスを提供する

必要があります。 

 

【今後、地域福祉の充実を図るために、市はどのような施策を優先的に取り組むべきか】 

 

  

14.3%

7.3%

30.6%

22.5%

21.6%

37.8%

11.7%

2.9%

2.8%

14.7%

2.9%

7.0%

7.1%

11.8%

5.0%

8.5%

14.5%

6.2%

8.0%

1.5%

8.8%

3.7%

自治会を基盤とした地域の支え合いのしくみづくり

ボランティアの育成と活動の促進

身近なところでの相談窓口の充実

福祉サービスに関する情報提供や案内の充実

高齢者や障がいのある人が、安心して在宅生活を

続けられるサービス提供体制の整備

高齢者や障がいのある人が、在宅生活を

続けられなくなったときに入所できる施設の整備

利用者のニーズに対応したサービスメニューの多様化

福祉サービスの質を評価（第三者評価）

するためのしくみづくり

利用者の苦情解決のしくみづくり

認知症や知的・精神障がいなどにより判断能力が

不十分な人への日常生活支援の充実

福祉教育の充実

人権が尊重され、人と人とのつながりを大切に

するためのしくみづくり

いじめや虐待を防止するためのしくみづくり

子育てを支援するためのしくみづくり

生活困窮者に対する支援の充実

空き家が増加しないようなしくみづくり

移動手段（コミュニティバスや乗り合いタクシー）

に対する支援の充実

少子化を抑制する支援の充実

移住の促進など人口減少を抑制する支援の充実

その他

特にない／わからない

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
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ウ 「福祉サービスの水準と、税や社会保険料などの費用負担の関係についてどのよ

うに考えるか」では、「不要なサービスを廃止し、必要なサービスの水準と税や社会保

険料の負担の水準を維持すべきである」が最も多く全体で５割を超えています。 

 地域福祉の事業を新しく導入する際には、このような費用負担に関する意見も踏ま

え制度を検討する必要があります。 

 

【福祉サービスの水準と、税や社会保険料などの費用負担の関係についてどのように考えるか】 

 

 

 

 

  

4.8%

4.7%

2.2%

4.5%

7.5%

6.6%

4.8%

13.0%

20.0%

12.5%

8.8%

6.3%

14.9%

15.6%

13.4%

14.9%

53.6%

20.0%

56.3%

60.4%

61.6%

55.2%

53.1%

49.7%

46.3%

7.6%

6.7%

4.7%

5.5%

4.5%

3.7%

9.0%

11.2%

10.4%

3.4%

6.3%

2.2%

6.3%

4.5%

1.9%

2.7%

3.0%

13.3%

53.3%

15.6%

18.7%

15.2%

11.2%

10.0%

11.2%

13.4%

4.4%

2.2%

1.8%

3.0%

3.8%

7.0%

11.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

サービスは現在の水準にさらに上乗せする必要があり、税や社会保険料の負担がさらに増えてもかまわない

サービスは現在の水準を維持すべきであり、税や社会保険料の負担が増えても仕方ない

不要なサービスを廃止し、必要なサービスの水準と税や社会保険料の負担の水準を維持すべきである

税や社会保険料の負担が増えるのは困るので、多少サービス水準が下がっても仕方ない

その他

わからない

無回答
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（５）災害時の対応について 

ア 「地震や風水害などの災害に対してどのような備えをしているか」では、「特に何

もしていない」と回答した人が最も多く４割を超えています。「あなたの地域での災

害時の避難場所を知っているか」では、「知っている」が７割を超えているものの、

「知らない」と回答した人も約２割います。 

災害時の備えや災害時の避難場所の重要性についての周知・啓発に力を入れる必要

があります。 

 

【地震や風水害などの災害に対してどのような備えをしているか】 

 

【あなたの地域での災害時の避難場所を知っているか】 

  

32.7%

31.7%

2.6%

0.7%

46.0%

3.2%

水や食料などの非常食を備蓄している

避難場所や集合場所などについて、家族で話し

合っている

近所同士で､いざというときの助け合いのための話

し合いをしている

その他

特に何もしていない

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

知っている

74.9%

知らない

22.1%

無回答

3.0%
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イ 「あなたの自治会には自主防災組織があるか」では、全体の約７割の人が「わか

らない」と回答しています。地区別で見ると、「荒尾」、「万田」、「中央」、「緑ケ丘」、

「府本」、「桜山」において「わからない」が７割を超えていました。 

自主防災組織の周知・啓発に努める必要があります。 

 

【あなたの自治会には自主防災組織があるか】 

 

 

  

13.5%

10.4%

11.3%

21.7%

26.3%
6.7%

13.0%

35.1%

10.5%

15.1%

27.3%

21.7%

2.9%

10.6%

10.4%

12.2%

8.7%

10.5%

11.7%

6.5%

8.1%

15.8%

15.1%

6.8%

4.3%

11.4%

10.0%

72.6%

75.9%

73.0%

69.6%

57.9%

77.5%

79.2%

54.1%

73.7%

65.6%

65.9%

67.4%

80.0%

90.0%

3.3%

3.3%

3.5%

5.3%

4.2%

1.3%

2.7%

4.3%

6.5%

5.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

荒尾

万田

万田中央

井手川

中央

緑ケ丘

平井

府本

八幡

有明

清里

桜山

わからない

ある ない わからない 無回答
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（６）生活困窮者の自立支援について 

ア 「生活状況が急変し、生活費に困り、相談のため市役所に行くことになった場合

何かしらの不安を感じるか」では、「不安（心配）がある」と回答した人の割合が約４

割あります。年代別に見ると、７０歳以上においては約２割でしたが、２０歳～６９

歳までにおいては 4割を超える結果となっています。 

生活相談支援センターなどの相談窓口について、不安を感じずに相談できるよう、

より一層の周知を行う必要があります。 

 

 

【生活状況が急変し、生活費に困り、相談のため市役所に行くことになった場合 

何かしらの不安を感じるか】 

 

  

39.1%

33.3%

46.9%

45.1%

47.3%

47.8%

41.2%

26.7%

22.4%

25.7%

26.7%

26.6%

24.2%

25.0%

26.9%

24.6%

25.7%

28.4%

16.3%

6.3%

9.9%

14.3%

15.7%

18.0%

23.5%

19.4%

3.3%

3.3%

0.9%

1.5%

4.3%

4.8%

6.0%

11.2%

40.0%

18.8%

15.4%

11.6%

5.2%

8.5%

11.8%

9.0%

4.4%

1.6%

2.2%

0.9%

3.0%

3.3%

7.5%

14.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

不安（心配）がある 少しだけ不安（心配）がある あまり不安（心配）はない

まったく不安（心配）はない わからない 無回答
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イ 「生活状況が急変し、生活費に困り、市役所に行くことになった場合、相談する

際にはどんな不安や心配があるか」では、「担当者が話を聞いてくれるか不安（心配）」

が最も多く、次いで「個人情報を話すことの不安（心配）」、「事情をうまく説明できる

か不安（心配）」の順になっています。 

このことから、相談者の意図を読み取るなど、相談を受ける職員の能力向上が求め

られており、職員研修などの充実を図るとともに、相談をしやすい体制を構築する必

要があります。 

 

【生活状況が急変し、生活費に困り、市役所に行くことになった場合、 

相談する際にはどんな不安や心配があるか】 

 

  

35.7%

44.5%

25.4%

29.4%

34.8%

26.6%

25.7%

3.3%

0.0%

個人情報を話すことの不安（心配）

担当者が話を聞いてくれるか不安（心配）

どんな質問をされるか不安（心配）

他人（市職員以外）に情報が漏れるか不安（心配）

事情をうまく説明できるか不安（心配）

法律のとおりに的確に応じてもらえるか不安（心配）

理由はないが、なんとなく不安（心配）

その他

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%



34 

ウ 「生活困窮者自立支援法（制度）※６についてあなたは知っているか」では、「聞

いたことはあるが内容はよくわからない」が約５割で最も多く、次いで「知らなかっ

た」４割の順になっています。全体の約９割の人が生活困窮者自立支援法（制度）の

内容を知らないという現状です。 

生活困窮者自立支援法（制度）に関する普及・啓発が求められます。 

 

【生活困窮者自立支援法（制度）についてあなたは知っているか】 

 

 

エ 「生活困窮者対策についてどのような支援があればいいか」では、「生活全般に対

する相談支援」が最も多く５割を超えており、次いで「医療支援」となっています。

その他にも「金銭的支援」や「就労支援」が約４割ありました。 

このことから、相談を受ける側は様々なサービスに精通することとともに、各種関

係機関と連携を密に取りながら対応していく必要があります。 

 

【生活困窮者対策についてどのような支援があればいいか】 

 

※６：経済的に困っている人が自立した生活を送ることができるよう支援をする制度のこと  

聞いたこと

もあり、内

容も知って

いる

7.6%

聞いたこと

はあるが

内容はよく

わからな

い

48.5%

知らなかっ

た

40.6%

無回答

3.4%

54.9%

38.0%

21.5%

42.7%

32.1%

48.6%

11.7%

30.7%

21.6%

6.0%

生活全般に対する相談支援

金銭的支援

食糧支援

就労支援

住宅支援

医療支援

家計相談支援

子どもの生活（貧困）支援

子どもの学習支援

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
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３ 困りごと・ニーズに関するヒアリング調査からみる荒尾市の現状 

生活するうえでの困りごとやあったらいいと思うサービスなど 

近隣・地域活動 ・地域行事に市役所の人が出席して欲しい 

買い物 ・買い物に行けない 

・近くにスーパーや八百屋がない 

・ネットサービスは便利そうだが使えない 

・宅配弁当を注文したいがどこに注文していいか分からない 

・近所の魚屋の品ぞろえが悪い 

移動・交通 （バス） 

・バスが通らない 

・バスの本数が少なく段差が高い 

・バスの本数を増やしてほしい 

・バスのルートが決まっている 

・バスの定期券を見直してほしい 

・バスの運転手が、高齢者のモタモタに文句を言う 

（タクシー） 

・乗り合いタクシーを利用したいが走っていない 

・乗り合いタクシーは時間が決まっていて使いにくい  

・タクシー移動が多く、お金がかかる 

・タクシーを利用したいが値段が高い 

（車） 

・車をもっていない 

・車の免許を持っていないため、移動が困難（夫が免許持っている） 

・免許の返納をしたいが先が心配で返せない 

・車の免許を返納しようにも、移動に困る 

（その他） 

・病院と買い物に困っている 

・歩いていく距離には何もない 

・荒尾駅にエレベーターかエスカレーターを付けて欲しい 

生活・環境 （家・土地の管理） 

・土地、畑、空家の管理 

・家の修理 

・家の管理、庭木の剪定 

・家の掃除が行き届かない 

・家の整理整頓をしてほしい 

（生活） 

・御飯作りが面倒 

・窓ガラス拭き 

・台所の棚の掃除 

・排水溝の詰まり 
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・風呂掃除が大変 

・布団を外に出せないので、室内干しにしている 

・布団を干す力がない 

・衣替えに一苦労 

・電球交換出来ない 

・ゴミの分別 

・灯油入れに力がいる 

・灯油の開け閉めができない 

・瓶の蓋開け 

・神棚の花替え 

・草むしりが大変 

・リサイクルを運ぶのが重たい 

（身体） 

・重いものが移動できない 

・手に持つ力がない 

・かゆいところに手が届かない 

高齢者 ・少しの距離も歩けなくなった 

・遠出しなくなった 

・弱ってきている夫がいる 

・男性の独居老人が心配  

・高齢者が多い 

・近所の認知症の人への接し方が分からない 

保健・医療 ・体操教室を増やしてほしい 

・手が震えて字が書けない 

・介護保険の利用をしない人への優遇措置がない 

・医療費の１割と２割のラインを見直してほしい 

その他 ・先が心配で、今のうちにしておいた方が良いことを教えて欲しい 

・閉じこもっている人の出し方を教えて欲しい 

・生活保護の再検査と基準を見直してほしい 

 

困りごと・ニーズに関するヒアリング調査から、住民の困りごとは、買い物先が近

くにないことや買い物に行くことが困難ということが多く、住んでいる場所によって

はバスの利用や乗り合いタクシーの利用が不便であるといった移動手段に対する課

題があることが読み取れます。 

また、家の掃除や庭の草むしり、布団が干せないなど日常生活を当たり前にしてい

く中で困っている人がいる状況が読み取れます。 

移動支援や日常生活をする上で、支援が必要な人への対策に取り組む必要がありま

す。  
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第 3章 計画の基本理念・基本目標 

１ 計画の基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

第３期計画においても、第１期計画及び第２期計画で掲げた理念である「み

んなが主役！ふれあって、たすけあって、そだちあう 福祉のまち あらお を

目指して」を継承し、施策・事業の展開につなげます。本市で生活する地域住

民一人ひとりが「主役」となり地域の生活課題を「我が事」としてとらえ、地

域の福祉に一人ひとりが世代や分野などを超えて参画していく協働のまちづく

りを進めていきます。 

 

 

２ 計画の基本目標 

計画の基本理念を実現するため、４つの基本目標を定め計画の推進を図りま

す。 

 

『基本目標１』 

 支え合いとふれあいのある「あらお」にしよう！ 

『基本目標２』 

 福祉サービスを利用しやすい「あらお」にしよう！ 

『基本目標３』 

 健やかで活力あふれる「あらお」にしよう！ 

『基本目標４』 

 安心・安全に暮らせる「あらお」にしよう！ 

 

  

みんなが主役！ふれあって、たすけあって、そだちあう 

福祉のまち あらお を目指して 
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３ 計画の体系図 

  

基本目標４ 　安心・安全に暮らせる「あらお」にしよう！

　（１）緊急時・災害時の助け合いのしくみづくり

　（２）地域ぐるみでの見守り・防犯活動

　（３）バリアフリー・ユニバーサルデザイン のまちづくり

　（３）生きがい活動の促進

　（５）共生社会の推進

基本目標２ 　福祉サービスを利用しやすい「あらお」にしよう！

　（１）きめ細やかな情報提供

　（２）包括的な相談支援体制づくり

　（３）地域のニーズに対応したサービスの充実

　（４）適切なサービス利用の推進

基本目標３ 　健やかで活力あふれる「あらお」にしよう！

　（１）地域ぐるみでの健康づくりと介護予防

　（２）子どもの健やかな成長

　（４）ボランティア活動の促進

基本目標１ 　支え合いとふれあいのある「あらお」にしよう！

　（１）支え合いづくり

　（２）交流・ふれあいの促進

　（３）心のバリアフリーの推進

みんなが主役！ふれあって、たすけあって、そだちあう

福祉のまち あらお を目指して
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第 4章 基本目標 

１ 基本目標１：支え合いとふれあいのある「あらお」にしよう！ 

【現状と課題】 

住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、地域の「支え合い」が重要にな

ります。しかし、近年では隣近所での助け合いやコミュニケーション不足、地域行事

の参加者数の減少など地域の「支え合い」や「ふれあい」が少なくなっている傾向が

あります。 

 

アンケート調査の結果をみると、近所づきあいについて「付き合いはしているがそ

れほど親しくない」４３．３％、「ほとんどもしくは全く付き合っていない」２３．

０％となっており、合わせると６割を超えています。４０歳未満においては「ほとん

どもしくは全く付き合っていない」の割合が４割を超えています。近所づきあいの考

え方では、４０歳未満においては「なくても困らないので、あまりしたくない」が２

割前後となっており、若い世代において近所づきあいが希薄化していることが伺えま

す。 

 

本市が支援を行う「地区協議会」や「元気づくり委員会」などの各種団体が行う交

流行事や社会福祉協議会が支援する「サロン活動」など地域における交流の機会があ

りますが、参加者が少ない、会員数の減少、支援者不足といった課題があります。今

後、事業の更なる周知と、事業継続を可能とする人材育成などの体制づくりの強化が

必要です。 

 

また、地域福祉の担い手として重要な役割を果たしている民生委員・児童委員の欠

員が生じており、社会福祉協議会が任命する福祉委員も同様の状況です。アンケート

調査の結果では、住んでいる地区の民生委員・児童委員の担当者や活動内容を知らな

いと回答した人が４割を超えています。高齢者の一人暮らし世帯の訪問など地道な福

祉活動を行っている民生委員・児童委員や福祉委員の取り組みについて広く周知する

とともに、人材の育成や確保が必要です。 

 

地域の課題解決のためには、様々な世代や主体が互いに連携し、助け合える体制づ

くりが必要となります。そのために、日常的な付き合いを増やし、地域でのつながり

を強めていくことが必要です。 
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（１）支え合いづくり 

【取り組みの方向性】 

地域福祉を推進していくためには、住民が地域に関心を持ち、地域のことを知るな

かで支え合いの意識を高めていく必要があります。そのため、本市で実施している

様々な活動を通して、すべての人が地域活動や近所付き合いについてその重要性を認

識することが必要です。また、本市には様々な団体が存在しますので、それらの団体

と地域住民、行政が連携を図り、その活動を充実させ地域で支え合いのできる体制を

つくります。 

 

【取り組みの内容】 

個人・家族で出来ること 

●地域や近所の人にあいさつや声かけを行います。 

●地域の活動や行事などに関心を持ちます。 

●困ったことがあれば、すぐに周りの人に相談します。 

●地域で行われるボランティアなどに参加します。 

隣近所・地域で出来ること 

●地域のなかであいさつや声かけを行います。 

●気軽に参加できる行事・研修を企画・開催します。 

●行事の時に隣近所に声かけを行い、参加しやすい雰囲気をつくります。 

●困っている人に対して手助けします。 

●困っている人に手助けしやすい関係をつくります。 

●困っている人や一人暮らしの高齢者などに声をかけます。 

●地域内で困っている人がいたら積極的に相談に乗ります。 

社会福祉協議会の取り組み 

●地域福祉活動の重要性を説明する機会を増やしていきます。 

●ささえあい活動を拡充するよう取り組みやすい仕組みをつくります。 

●地縁組織※７維持の新たな仕組みづくりを始めます。 

●地縁組織以外の新たなコミュニティの構築の検討を開始します。 

市の取り組み 

●誰もが気軽に参加しやすい交流の機会や行事・研修を地域団体と協力し促進し

ます。 

●地区協議会などの地域団体の支援を行い、団体や人材育成に努めます。 

●あいさつ運動を促進します。 

●学校教育における福祉教育を推進します。 

※７：現在住んでいる土地などによる人間関係で形成された組織のこと 
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（市の主な事業） （社会福祉協議会の主な事業） 

・協働の地域づくり推進事業及び地域

元気づくり事業 

・地域福祉活動説明会、座談会の開催 

・ささえあい活動のメニューの増設 

・荒尾市老人クラブ連合会活動支援 ・ささえあい活動実施のマニュアル化 

・高齢者・障がい者交流授業 ・地縁組織維持のための方策の検討 

・介護予防・生活支援サービスの体制

整備 

・新たなコミュニティの在り方の検討 

※主な事業については、資料編に事業説明を掲載しております。 
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（２）交流・ふれあいの促進 

【取り組みの方向性】 

地域で住民同士の交流・ふれあいを進めていくには、住民一人ひとりが身近な住

民と知り合い、信頼関係を育むことができるように、多くの人が気軽に集え、日常的

な交流を図ることのできる場をつくることが重要です。そのため、既存の公共施設の

有効活用による活動の場の確保を進めるとともに、行事や研修の開催など地域住民が

交流できる機会や場を増やしていきます。 

 

【取り組みの内容】 

個人・家族で出来ること 

●地域や近所の人にあいさつや声かけを行います。 

●地域の活動や行事などに関心を持ちます。 

隣近所・地域で出来ること 

●地域活動や行事がある時に声かけを行います。 

●若い世代や転入者と話す機会を増やして地域活動に参加しやすい体制や雰囲気

づくりに取り組みます。 

社会福祉協議会の取り組み 

●公民館などにおける地域住民が交流できる場の設置に努めます。 

市の取り組み 

●地域団体の活動内容や行事、交流の情報をホームページや「広報あらお」など

を通じて周知啓発を行い、参加を促します。 

●公共施設の空きスペースを利用しやすくし、交流の場を提供します。 

●地域住民が交流できる行事を推進します。 

●交流の場となるように空家の活用を推進します。 

 

（市の主な事業） （社会福祉協議会の主な事業） 

・ふるさとづくりの推進事業 ・いきいきサロン設置の推進 

・花のまちづくり推進事業  

※主な事業については、資料編に事業説明を掲載しております。 
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（３）心のバリアフリーの推進 

【取り組みの方向性】 

心のバリアフリーとは、自分とは異なる特性、考え方又は行動をとる人がいること

をそれぞれが理解した上で、相互に理解を深めようとコミュニケーションを取り、支

え合うことです。 

お互いを知り、理解し、認め合うための機会・学習を充実させ、心のバリアフリー

を推進します。 

 

【取り組みの内容】 

個人・家族で出来ること 

●地域に住む様々な人のことを理解します。 

●困っている高齢者や障がい者を見かけたら、できる範囲で支援します。 

●高齢者疑似体験、妊婦体験など当事者の立場を体験する機会や研修会に参加し

ます。 

隣近所・地域で出来ること 

●当事者の立場を体験する機会をつくります。 

社会福祉協議会の取り組み 

●学校における福祉体験学習の充実と支援を図ります。 

●地域における福祉教育の充実を図ります。 

市の取り組み 

●誰もが安心して暮らせるように心のバリアフリーなどの理念の浸透を図りま

す。 

●障がいのある児童生徒と障がいのない児童生徒の交流や共同学習を推進しま

す。 

●障害者差別解消法を踏まえ、障がい者への差別がないように啓発します。 

●障がい者の社会参画を促進します。 

 

（市の主な事業） （社会福祉協議会の主な事業） 

・コミュニケーションボード※８の普及 ・ワークキャンプ※９や福祉体験学習 

・障がいを理由とする差別の解消 ・ゲストティーチャーの派遣 

・障がいのある児童が共に学べる環境

づくり 

・座談会やささえあい活動説明会の開 

催 

・障がいのある児童との交流教育  

※主な事業については、資料編に事業説明を掲載しております。 

※８：言葉だけでなく、わかりやすい絵記号や写真を用いてコミュニケーションを取りやすくするためのボードのこと 

※９：共同生活やホームステイをしながら、その場所が必要としている作業をボランティアで行うキャンプのこと 
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（４）ボランティア活動の促進 

【取り組みの方向性】 

ボランティア活動は、活動者個人の自己実現への欲求や社会参加意欲が充足される

だけでなく、その活動の広がりによって、社会貢献や福祉活動などに対する地域住民

の関心が高まります。 

そのことにより、地域住民がともに支え合い、交流する地域づくりが進むことが期

待されますので、社会福祉協議会などの団体と連携を取りながら、ボランティア活動

に関する情報発信を積極的に行い、住民のボランティア活動への参加を促進するとと

もに、地域福祉の担い手となるリーダーを育成します。 

 

【取り組みの内容】 

個人・家族で出来ること 

●地域のボランティア活動や自治会活動など地域で行われている活動に関心を持

ちます。 

●自分で参加できるボランティア活動を探して参加します。 

隣近所・地域で出来ること 

●ボランティア活動や自治会活動に参加を呼びかけます。 

●ボランティア活動の内容について情報提供をします。 

●ボランティア人材の勧誘を行います。 

社会福祉協議会の取り組み 

●ボランティアの養成と登録を推進します。 

●ボランティア活動の啓発を行います。 

●ボランティアの活動支援を行います。 

●ボランティアのコーディネートを積極的に進め、ボランティアのマッチングを

図ります。 

市の取り組み 

●さまざまなボランティア活動の実態を把握します。 

●ボランティア育成のために研修などの支援を行います。 

●ボランティアの重要性を啓発します。 

●ボランティア活動に取り組み易い環境を整備します。 

●ボランティア活動情報を提供します。 
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（市の主な事業） （社会福祉協議会の主な事業） 

・生活支援ボランティア支援 ・ボランティア養成講座の実施 

・いきいき人づくり助成事業 ・ボランティア啓発イベントの開催 

・市民活動サポート事業 ・ボランティアグループ活動支援 

・市民活動補償制度 

・市民活動支援講座 

・ボランティアコーディネート件数の

増加 

・市民活動支援 ・ボランティア情報誌の発行 

・コミュニティ活動の促進  

※主な事業については、資料編に事業説明を掲載しております。 
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（５）共生社会の推進 

【取り組みの方向性】 

地域の課題を解決するために、制度や分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」

という関係を超えて地域住民や地域の様々な主体が「我が事」として参画し、人と人、

人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らし

と生きがいを地域とともに創っていく地域共生社会を目指します。 

また、住み慣れた地域で自分らしく最後まで暮らし続けることができるように、住

まい・医療・介護・予防・生活支援が一体に提供できる地域包括ケアシステムを構築

します。 

 

【取り組みの内容】 

個人・家族で出来ること 

●近所の人と普段からコミュニケーションをとります。 

●地域の民生委員・児童委員や福祉委員を把握します。 

隣近所・地域で出来ること 

●民生委員・児童委員や福祉委員などと連携・協力をして一人暮らし高齢者や高齢

者のみの世帯に声かけや安否確認をします。 

●地域で一人暮らし高齢者の緊急時の連絡体制を把握します。 

●ボランティアや見守りネットワーク活動の支援者を確保します。 

社会福祉協議会の取り組み 

●地域包括ケアシステムの構築に向け、地域の支え合う活動の拡充を図ります。 

●生活支援ボランティア制度の周知と利用促進を図ります。 

●地域団体の維持を図るための新たな仕組みを作ります。 

●新しいインフォーマルサービス※１０の開発に努めます。 

市の取り組み 

●地域における支え合いのネットワーク構築や連携強化に向けて支援します。 

●認知症になっても安心して暮らせる体制を構築します。 

●在宅でも安心して暮らせるための医療・介護・福祉の連携に努めます。 

●地域における支え合いのネットワーク活動における個人情報の取り扱いや守秘義

務を守ることに関する啓発を図ります。 

●民生委員・児童委員や福祉委員の活動について周知啓発に努めます。 

●小規模多機能自治※１１を推進します。 

●地域の課題を地域で解決できるような財源確保のための仕組みづくりを検討しま

す。 

※１０：公的機関や専門職による制度に基づくサービスや支援（フォーマルサービス）以外の支援のこと。地域団体やボラン

ティアなどによる支援のこと。 

※１１：小規模でも、様々な団体が連携し地域課題を自ら解決する住民自治の仕組みのこと。 
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（市の主な事業） （社会福祉協議会の主な事業） 

・地域ケア会議の充実 ・認知症徘徊模擬訓練 

・認知症の人を支える体制づくり 

・認知症サポーターの養成 

・ささえあい活動における生活支援実

施地区数の増加 

・認知症普及啓発推進事業 ・生活支援ボランティア事業の利用促

進 

 ・地区協議会地域福祉部会設立支援 

※主な事業については、資料編に事業説明を掲載しております。 

 

（６）基本目標１における評価指標と目標値 

評価指標 

現状 

２０１７年 

（平成２９年度） 

目標 

２０２２年 目標の根拠 

「とても親しく付き合って

いる」「わりと親しく付き合

っている」市民の割合 

３２．２％ ４５．０％ 
第２期計画で目標値未達

のため、同じ目標値設定 

「親しく相談したり助け合

ったりするのは当然であ

る」と思う市民の割合 

３２．５％ ６０．０％ 
第２期計画で目標値未達

のため、同じ目標値設定 

住まいの地域の暮らしやす

さ（近所との付き合い）に

ついて、満足と思う市民の

割合 

２５．６％ ３５．０％ 
第２期計画で目標値未達

のため、同じ目標値設定 

ささえあい活動におけるい

きいきサロン実施地区数 
５３地区 ６５地区 

１年間に約２地区増加目

標（第７期荒尾市高齢者

福祉計画及び介護保険事

業計画から設定） 

なんらかの地域活動に参加

している市民の割合 
６１．１％ ７２．０％ 

第２期計画で目標値未達

のため、同じ目標値設定 

民生委員・児童委員の充足率 ８６．３％ １００％ 
地域福祉を充実させるた

め必要な人材であるため 

認知症サポーター数 ８,２２９人 １２,０００人 

１年間に約７００人増加

目標（第７期荒尾市高齢

者福祉計画及び介護保険

事業計画から設定） 
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２ 基本目標２：福祉サービスを利用しやすい「あらお」にしよう！ 

【現状と課題】 

 住民が福祉サービスを利用する際には、まずサービスの名前や内容などの情報を知

らなくてはいけません。 

 

 アンケート調査をみると、福祉サービス利用の際の不都合や不満については、「ど

こに利用を申し込めばよいのかわからなかった」、「福祉サービスに関する情報が入手

しづらかった」が約４割あり、サービスを利用する際の相談窓口やサービス内容に関

するわかりやすい情報提供が求められています。 

 

 最適なサービスを安心して受けるために市が取り組むことについても「相談窓口を

充実し、適切な対応やサービス選択の支援ができる体制を整える」が６割を超え、「福

祉サービスに関する情報提供を充実する」が５割を超えていました。また、福祉サー

ビスの情報源については、「広報あらお」が他の媒体より圧倒的に高く、全体の約７割

の回答がありました。 

 

 福祉に関する制度やサービス内容は、近年めまぐるしく変化しており、一人ひとり

にあったサービス内容が求められます。そのため、専門性の高い相談窓口の対応や「広

報あらお」を含め、様々な手段を用いて情報提供を行う必要があります。 

 

また近年、社会経済環境の変化によって、誰もが生活困窮に至るリスクがあり、生

活を重層的に支えるセーフティネット※１２の構築が必要となっています。こうした状

況に対応するため、平成２７年度から始まった生活困窮者自立支援制度に基づくサー

ビスの提供が重要となります。 

 

※１２：安全や安心な生活が送れるように保護する仕組みのこと 
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（１）きめ細やかな情報提供 

【取り組みの方向性】 

住民が何らかのサービスや支援を受けるためには、どのようなサービスや支援があ

るのか知ることが必要です。 

しかし、アンケート結果からは福祉サービスを利用する際に情報が入手しづらいと

の結果が出ています。本市においては、広報誌やホームページ、FMたんと、愛情ね

っと※１３などさまざまな媒体で情報提供をしていますが、それらの情報がスムーズに

入手できていないのが現状です。 

このため、利用者本位の考え方に立ち、福祉サービスを必要とするすべての人が自

分に適した、質の高いサービスを自らの意志で選択・利用できるようにするため、わ

かりやすい情報提供を行います。 

 

【取り組みの内容】 

個人・家族で出来ること 

●広報誌や回覧板を見る習慣を身につけます。 

●福祉情報に関心を持ちます。 

隣近所・地域で出来ること 

●広報誌や回覧板などを活用し、福祉情報の共有に努めます。 

●民生委員・児童委員と協力し、高齢者や障がい者などに情報が伝わるように努

めます。 

社会福祉協議会の取り組み 

●福祉の情報提供に努めます。 

市の取り組み 

●行事や研修会などにおいて、福祉サービスや制度について説明や情報提供する

機会を設けます。 

●「広報あらお」やホームページ、FMたんとなどを活用して、福祉に関する情報

を周知・啓発します。 

●情報提供する際には、内容やレイアウトを工夫してわかりやすくします。 

●福祉サービスや利用手続きの情報をまとめた情報誌などを作成し、情報提供に

努めます。 

 

（市の主な事業） （社会福祉協議会の主な事業） 

・出前講座 ・社協だよりの発行 

・情報誌の作成、更新 ・新たな情報提供の方法の検討 

※主な事業については、資料編に事業説明を掲載しております。 

 

※１３：大牟田・荒尾・南関・長洲地域の安心安全、行政情報などをお知らせするメール配信サービスのこと 
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（２）包括的な相談支援体制づくり 

【取り組みの方向性】 

住民が日常生活を円滑に送る上で、困りごとや問題が発生した際に、相談する窓口

がすぐにわかることが大切ですが、福祉サービスに関する相談窓口は分野ごとに分か

れていて、利用者にとってはわかりにくい状況です。 

アンケート結果からも、相談窓口での適切な対応やサービス選択の支援ができる体

制を整えることが求められています。近年では相談内容自体が複雑・多様化している

ために、複数の部署が連携しなければならない場合や本市のみでは解決できない場合

もあり、専門機関や関係団体と連携を強化するなど相談体制の充実を図ります。 

また、近年の社会状況の変化に伴い、誰もが生活困窮や社会的孤立に至るリスクが

ありますので、こういった状況に陥らないように、その前段階で相談を受けられる体

制を充実させます。 

  

【取り組みの内容】 

個人・家族で出来ること 

●問題を一人で抱え込まずに市役所などの相談窓口を訪ねます。 

●経済的困窮や社会的孤立状態になる前に相談します。 

隣近所・地域で出来ること 

●困っている人の相談に乗ります。 

●困っている人に相談先を伝えます。 

社会福祉協議会の取り組み 

●相談体制の充実を図ります。 

●コミュニティソーシャルワーカー※１４を配置し、相談支援体制の充実を図りま

す。 

●生活困窮者に対する支援活動の充実を図ります。 

市の取り組み 

●必要に応じて他の部署や関係機関と連携するなど総合的な相談体制を整備しま

す。 

●相談対応する職員の資質向上のため、研修などを行います。 

●空家関連の相談体制を充実させます。 

●自殺対策や虐待防止に関する支援体制づくりを推進します。 

●生活困窮者などに対して、経済的困窮や社会的孤立状態にならないように、そ

の前段階で相談が受けられる体制づくりを推進します。 

 

※１４：地域において生活上の課題を抱える個人や家族に対する支援や、支援を必要としている人と地域を結び付けることで

課題の解決に取り組む者 
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（市の主な事業） （社会福祉協議会の主な事業） 

・生活困窮者自立相談支援事業 ・総合相談事業実施の検討 

・民生委員・児童委員による相談支援 

・高齢者・障がい者虐待に関する相談

窓口設置 

・コミュニティソーシャルワーカー配

置の検討 

・緊急時の保護措置 ・生活資金、生活福祉資金の貸付 

・空家関連の相談支援  

・家庭児童相談及び女性相談事業  

※主な事業については、資料編に事業説明を掲載しております。 
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（３）地域のニーズに対応したサービスの充実 

【取り組みの方向性】 

高齢化率の上昇により、今後も施設入所を希望する人が増加することが予想されま

す。しかしながら、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護保険施設を整備

することになった場合、介護保険の被保険者全体への費用負担が大きくなります。 

一方で、「福祉サービスの水準と、税や社会保険料などの費用負担の関係についてど

のように考えるか」に関するアンケート調査からは不要なサービスを廃止し、必要なサ

ービスの水準と税や社会保険料の負担の水準を維持すべきであるとの意見も多くあり

ます。 

本市の状況を踏まえながら、施設整備について検討するとともに、住み慣れた家や地

域で、できるだけ長く生活できるように在宅サービスを充実させます。 

 

【取り組みの内容】 

個人・家族で出来ること 

●在宅サービスや相談窓口について関心を持ちます。 

●在宅サービスを受けている人を気にかけます。 

隣近所・地域で出来ること 

●在宅サービスを受けている人の困りごとの相談に乗ります。 

●在宅サービスを受けている人や介護している人を見守り、支援します。 

社会福祉協議会の取り組み 

●インフォーマルサービスの充実を図ります。 

●インフォーマルサービスの周知やサービスが必要な人に対するマッチングを行

います。 

●住民ニーズに即した新たな生活支援の仕組みの構築を検討します。 

市の取り組み 

●本市（地域）の状況にあわせて効果的な施設整備を検討していきます。 

●介護予防拠点の整備を行い、地域の介護予防を推進します。 

●地域密着型・小規模多機能型のサービス提供を促進するとともに、多様なサー

ビス主体の参入促進を図ります。 

 

（市の主な事業） （社会福祉協議会の主な事業） 

・小規模多機能型居宅介護支援事業所

整備事業 

・生活支援コーディネーターの配置 

・生活支援ボランティア制度の充実 

・介護予防拠点整備事業 ・空家を活用した新しいサービスの検討 

 ・フードバンク事業 

※主な事業については、資料編に事業説明を掲載しております。 
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（４）適切なサービス利用の推進 

【取り組みの方向性】 

福祉サービスは利用者によって使えるサービスが異なり、条件を踏まえて利用者が

サービスやサービス事業所を選択する必要があります。しかし、実際には、どのサー

ビスやどの事業所が適切なのかわからない場合や、認知症などにより判断能力が低下

し、様々な手続きを行うことが困難な場合も少なくないため、様々な生活課題に対す

る適切なサービスの利用を推進します。 

 

 

【取り組みの内容】 

個人・家族で出来ること 

●福祉サービスや福祉サービス事業所について関心を持ちます。 

隣近所・地域で出来ること 

●福祉サービスや福祉サービス事業所について情報提供します。 

●保健・医療・福祉などの研修会や勉強会を開催し、参加を促します。 

社会福祉協議会の取り組み 

●権利擁護※１５事業や成年後見制度※１６における法人後見の取り組みを推進し、

判断能力が不十分な人に対する支援の充実を図ります。 

市の取り組み 

●利用者に応じたサービスの情報提供を行います。 

●研修などを通じて施設・事業所職員の資質向上に努めます。 

●成年後見制度について、周知・啓発に努めます。 

 

（市の主な事業） （社会福祉協議会の主な事業） 

・専門職に対するスキルアップ支援 ・権利擁護センター（仮称）を設置 

・成年後見制度利用支援事業 ・市民後見人の養成 

※主な事業については、資料編に事業説明を掲載しております。 

 

※１５：本人と社会福祉協議会との契約に基づき、自己の権利を表明することが困難になった方の代わりに代理人が福祉サー

ビスの利用契約手続きの援助や日常的な金銭管理の代理・代行などを行うこと 

※１６：障がいや認知症などによって判断能力が十分でない方を保護するために、家庭裁判所に申立てを行い選任された者が

代理で法律行為などを行う制度のこと 
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（５）基本目標２における評価指標と目標値 

評価指標 

現状 

２０１７年 

（平成２９年度） 

目標 

２０２２年 目標の根拠 

福祉に関する情報が必要な

時に、なかなか情報が手に

入らないと思う市民の割合 

２１．２％ １６．０％ 
第２期計画で目標値未達

のため、同じ目標値設定 

生活困窮者支援終了件数 － 
２５件 

(５か年累計) 

１年間に５件終了目標

（新・第５次荒尾市総合

計画から設定） 

生活困窮者自立支援法（制

度）について、聞いたこと

もあり、内容も知っている

人の割合 

７．６％ ２０．０％ 
１年間に約２％の増加目

標 

社会福祉協議会が受任する

成年後見等の件数 
２件 １０件 

現体制で受任可能な最大

数を１０件と設定 
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３ 基本目標３：健やかで活力あふれる「あらお」にしよう！ 

【現状と課題】 

食生活が豊かになり、生活様式が多様化する現代社会では、生活習慣病が増加し、

健康寿命の維持を難しくしています。健康は、すべての住民にとっての願いであり、

住民一人ひとりの健康は、地域福祉を支える基盤でもあります。健康的な生活習慣を

確立するとともに、できるだけ要介護状態にならないよう介護予防を推進し、いつま

でも健康的な生活を維持することが大切です。 

 

平成２９年３月に健康で長生きして幸せであることを実感できる「健幸長寿社会」

の実現を目指し、人と人の絆を強め、住民と地域、関係機関及び行政がともに協働し、

社会全体で健康づくりに取り組むために「荒尾市健康増進計画（第二次）」を策定しま

した。計画には、「疾病予防、健康管理」、「栄養、食生活」、「身体活動、運動習慣」に

新たに「みんなでつくる健康づくり」が加えられました。 

 

健康づくりや介護予防は個人的なものですが、地域ぐるみで取り組むことで効果が

より大きく、長続きすることが期待できます。地域で健康づくりと介護予防に取り組

み地域住民一人ひとりが心も体も健康でありつづけることが、地域の活力源となって

いきます。 

 

また、少子化に伴い子育て環境が変化する中で、子どもをより健やかに育むために

は、保健的な支援と福祉的な支援の充実が重要となります。家族形態の多様化が進ん

でいることから、個々の世帯の状況に応じた支援が必要です。 

 

本市においては、健康づくりや子どもたちの健全育成、生きがいづくりを支援する

ためにライフステージに応じた様々な取り組みを行っています。乳幼児に対しては

「乳児家庭全戸訪問」、子どもに対しては「放課後児童クラブ」の推進や「放課後子ど

も教室」の開催、高齢者に対しては、「体操教室」の開催など様々な取り組みを行って

います。これらの事業をさらに推進していくためには、事業内容の周知を行い、地域

で協力して事業を推進していく必要があります。 
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（１）地域ぐるみでの健康づくりと介護予防 

【取り組みの方向性】 

住民が生涯にわたって健やかで活力あふれる生活を送るためには、一人ひとりが健

康に関心を持ち、健康づくりと介護予防に取り組むことが重要です。健康づくりや介

護予防を継続して行うためには、地域住民一人ひとりで取り組むより、地域ぐるみで

声をかけあって取り組むことで効果が高まり、取り組みの継続が期待できます。また、

地域で声をかけあって取り組むことで、健康意識の向上や閉じこもりの防止につなが

ります。 

そのためにも、参加していない人が参加しやすい環境を整備するとともに、健康づ

くりや介護予防に関する行事などの周知・啓発を推進します。 

 

 

【取り組みの内容】 

個人・家族で出来ること 

●自分の健康に関心を持ちます。 

●適度な運動や十分な睡眠をとります。 

●健康教室や介護予防教室に参加します。 

●年に１回は、健康診断を受け、自らの健康状態のチェックを行います。 

隣近所・地域で出来ること 

●地域で開催される健康教室や介護予防教室への参加を呼びかけ、近所の人を誘

って出かけます。 

●気軽に集まることのできる仲間同士でウォーキングや散歩を行うなど、健康づ

くりの習慣化を行います。 

●近所の人と誘い合って健康診断に行きます。 

社会福祉協議会の取り組み 

●公民館などで行う介護予防活動の充実を図ります。 

●公民館などのない地区に対する介護予防活動の支援を行います。 

市の取り組み 

●健康教室や介護予防の研修や座談会を開催して健康づくりの知識向上や意識向

上に努めます。 

●健康教室や介護予防活動の支援を行います。 

●各種健診や保健指導を推進して生活習慣病の発症予防と重症化予防に努めま

す。 

●生活習慣病予防や健康づくりなどに関する情報の周知・啓発に努めます。 
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（市の主な事業） （社会福祉協議会の主な事業） 

・国保特定健診受診勧奨事業 ・介護予防貯筋体操指導者の派遣 

・重症化予防事業 ・はつらつ貯筋教室の実施 

・運動教室の開催 ・通所型サービス C※１７の卒業者を対

象とした運動教室の実施 

・地区栄養教室の開催 ・地域介護予防の拠点の増加 

・おやこ料理教室の開催 

・ウォーキングコースマップの作成 

 

※主な事業については、資料編に事業説明を掲載しております。 

 

※１７：運動機能を改善するため、サービス対象者の機能低下の状況に応じて、保健・医療の専門家が期限を定め、集中的に

行う通所型予防サービスのこと 
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（２）子どもの健やかな成長 

【取り組みの方向性】 

乳幼児から青少年まで子どもが健やかに成長するためには、保護者が家庭の中だけ

でなく、地域の人々とつながりを持ちながら、子どもを育てていくことが必要です。

また、教育・保育施設が地域に開かれていることや、保護者以外の地域の人々が子育

て支援に参加することも重要です。そのため、育児不安を感じる保護者への支援を充

実させるとともに、地域で子どもの健やかな成長を見守る支援体制の構築を図ります。 

 

【取り組みの内容】 

個人・家族で出来ること 

●子育てで困っている家庭へアドバイスをします。 

●子育てで困った時は市役所や相談機関に相談します。 

隣近所・地域で出来ること 

●子育てをしている親が集まれる場所を提供します。 

●地域での世代間交流を行います。 

社会福祉協議会の取り組み 

●子どもの健やかな成長を育む事業に積極的に取り組みます。 

●子どもに対する福祉教育の充実を図ります。 

市の取り組み 

●地域で子育てを行うために、送り迎えなどの援助活動を推進します。 

●子育ての楽しさや子育て支援の情報提供を行います。 

●保護者が仕事と子育てを両立できるような支援の充実を図ります。 

●子育てをしている親が集まれる場所を提供します。 

●関係機関と連携し子育て世代のためのワンストップ※１８拠点整備の検討を進めま

す。 

●子どもや学校の抱える課題について、学校・家庭・地域住民が一体となって子ど

もを育む体制を強化します。 

※１８：１箇所で様々なサービスが受けられること 
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（市の主な事業） （社会福祉協議会の主な事業） 

・家庭教育の推進 

・妊娠、出産、子育ての切れ目ない支援

体制づくり 

・子ども・子育てサロン、学習支援の

拡充 

・子ども食堂の実施 

・乳児家庭の全戸訪問 ・福祉教育の充実 

・ファミリー・サポート・センター事業  

・放課後児童クラブ推進  

・放課後子ども教室  

・コミュニティ・スクール事業の推進  

※主な事業については、資料編に事業説明を掲載しております。 
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（３）生きがい活動の促進 

【取り組みの方向性】 

健やかで活力あふれる地域を実現するには、住民一人ひとりがいかに人生を楽しみ、

どのように自分らしくいきいきと暮らすかということが大切です。そのための重要な

要素である「生きがい」を感じることができる活動の場や住民の学習・文化・スポー

ツ活動を通して、地域とのつながりを確保し、地域活動の活性化に努めます。 

また、高齢者や障がい者が知識や能力を最大限に発揮しながら、地域社会と関わり

を継続していくためにも生きがい活動を促進します。 

 

【取り組みの内容】 

個人・家族で出来ること 

●趣味などを持ち、生きがいを追求します。 

●地域活動や生涯学習、スポーツ、就労など生きがいを感じることのできる場を

探し、実践します。 

隣近所・地域で出来ること 

●趣味の合う人で集まり、時間を共有します。 

●生きがいを感じられるようなスポーツや行事を開催します。 

社会福祉協議会の取り組み 

●ささえあい活動の充実を図り、地域住民が活動できる場をつくります。 

●様々なボランティアを養成しボランティア活動を促進します。 

市の取り組み 

●住民の「生きがい」につながる活動を活性化させるため、サークル同士の連携

やネットワーク化を図ります。 

●生涯学習の機会を設けます。 

●生涯スポーツや運動の普及・啓発に努めます。 

●高齢者や障がい者の就労支援を図ります。 

 

（市の主な事業） （社会福祉協議会の主な事業） 

・学び合いネットワーク事業 

・市立図書館の整備 

・生きがいを感じてもらえるような地

域福祉活動の場の提供 

・中央ふれあいスポーツクラブ（総合

型地域スポーツクラブ）の促進 

・生活支援ボランティアフォローアッ

プ講座 

・スポーツ大会の開催  

・シルバー人材センター支援  

※主な事業については、資料編に事業説明を掲載しております。 
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（４）基本目標３における評価指標と目標値 

評価指標 

現状 

2017年 

（平成 29年度） 

目標 

2022年 目標の根拠 

日々の生活において自分や

家族の健康に悩みや不安を

かかえる市民の割合 

５９．８％ ３５．０％ 
第２期計画で目標値未達

のため、同じ目標値設定 

特定健診受診率 
３２．４％ 

（２０１６年） 

６０．０％ 

（２０２３年） 

１年間に約５％の増加目

標（荒尾市国民健康保険

特定健康診査等実施計画

から設定） 

健康で幸せな生活を維持し

ていると感じる市民の割合 
８０．８% ９１．０% 

１年間に約２%の増加目

標（新・第５次荒尾市総合

計画から設定） 

ファミリー・サポート・セン

ター事業の会員数 
３３０人 ３８０人 

１年間に１０人の増加目

標（荒尾市子ども・子育て

支援事業計画から設定） 

この地域で子育てをしたい

と思う親の割合 
５６．６% １００％ 

新・第５次荒尾市総合計

画から設定 

シルバー人材センター会員

数 
４０４人 ４２４人 

１年間に４人の増加目標

（シルバー人材センター

の年間目標から設定） 

※特定健診受診率については、荒尾市国民健康保険特定健康診査等実施計画に沿って目標値を設

定。この計画が２０１８（平成３０）年度から２０２３（平成３５）年度の６年計画のため、６

年後の目標値を記載。 
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４ 基本目標４：安心・安全に暮らせる「あらお」にしよう！ 

【現状と課題】 

 住み慣れた地域で安心・安全に暮らすためには緊急時や災害時の迅速かつ的確な対

応が必要となります。 

 

 熊本地震から、約１年半後に実施したアンケートにもかかわらず、アンケートの結

果では全体の４割を超える人が地震に対して何も備えをしておらず、約２割の人が災

害時の避難場所を知らないという現状でした。今後、避難体制や避難行動要支援者へ

の支援体制の整備とともに、災害時の備えや避難場所の重要性について周知・啓発が

必要です。災害時や緊急時において、消防や警察、自主防災組織などと連携し避難行

動要支援者や住民への避難支援を行う体制づくりが望まれますが、アンケート結果で

は約７割の人が地区の自主防災組織について「わからない」と回答しており、自主防

災組織の設置・強化と併せて自主防災組織の周知・啓発にも取り組む必要があります。 

 

 また、近年、刑法犯認知件数は減少傾向にありますが、振り込め詐欺やインターネ

ットを用いた犯罪など犯罪自体が巧妙かつ悪質化しており、地域住民が犯罪に巻き込

まれることも増えてきています。地域で協力して犯罪の未然防止や拡大防止に取り組

んでいくことが求められます。交通安全についても、交通事故死者数は減少傾向です

が、死亡者の約６割が高齢者で占められています。交通事故を未然に防ぐため、環境

の整備に努めるとともに、高齢者や子ども、女性、障がい者などが安心して外出でき

るまちづくりが求められています。 
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（１）緊急時・災害時の助け合いのしくみづくり 

【取り組みの方向性】 

近年、台風の大型化や気候変動を受け、大雨による河川氾濫や浸水、地すべりなど

が増加傾向にあります。また、平成２８年４月に発生した熊本地震では、熊本県を中

心に多くの被害を出しました。災害時に被害を最小限におさえるため、防災などの意

識啓発と併せて災害時の情報伝達や体制づくりの充実を図ります。 

 

【取り組みの内容】 

個人・家族で出来ること 

●自分の身は自分で守るという意識を高めます。 

●災害時に備えて、非常用備品の準備をします。 

●消防団や自主防災組織に参加します。 

●避難訓練に参加します。 

隣近所・地域で出来ること 

●一人暮らしの高齢者や避難行動要支援者の把握をします。 

●消防団の活動充実に努めます。 

●自主防災組織の結成、充実に努めます。 

●避難訓練を開催し、緊急時に備えた訓練をします。 

社会福祉協議会の取り組み 

●災害時に活動できるボランティアの育成に努めます。 

●災害時にボランティアセンターを立ち上げて復興に向けたボランティア活動を実

施することを推進します。 

●災害時に活動できる見守りの組織の設立を促進します。 

市の取り組み 

●災害時の避難場所・避難経路の周知や防災に関する情報提供の充実に努めます。 

●各種団体と情報を共有しながら、災害時の安否確認や避難支援を円滑にできる体

制づくりを構築します。 

●消防団の施設設備の充実と団員の教育・訓練に努めます。 

●自主防災組織の設立育成を図るとともに、活動内容の周知啓発に努めます。 

●福祉避難所の整備に努めます。 

●災害に備え、避難行動要支援者名簿を整備します。 
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（市の主な事業） （社会福祉協議会の主な事業） 

・防災マップの改訂 ・防災ボランティア養成 

・自主防災組織の設立育成・周知啓発 

・荒尾市総合防災訓練 

・災害ボランティアセンター設置訓練

の実施と啓発 

・図上訓練の実施 

・避難行動要支援者支援 

・災害時にも活動できる見守り組織づ

くりの促進 

※主な事業については、資料編に事業説明を掲載しております。  
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（２）地域ぐるみでの見守り・防犯活動 

【取り組みの方向性】 

少子高齢化や核家族化の進展、人間関係の希薄化により、地域社会が持っていた犯

罪抑止の機能が低下し、高齢者や子ども、女性、障がい者などが犯罪に巻き込まれる

ことが増えてきています。また、高齢者や子どもを交通事故から守る取り組みも重要

です。 

これらの問題に対応するには、住民の連帯感を深め、防犯や交通安全の意識を高め

ることが大切です。地域ぐるみで情報を共有し、支え合い・助け合いの精神を醸成す

ることで、地域の安全を守ります。 

 

【取り組みの内容】 

個人・家族で出来ること 

●地域の人に関心を持ちます。 

●不審な人や車を見つけたら、警察などに連絡します。 

●防犯に関する研修会や講演会に参加します。 

●防犯に対する意識を高めます。 

隣近所・地域で出来ること 

●戸締りや不審者に気をつけるように声かけをします。 

●防犯に関する研修会や講演会を開催します。 

●防犯パトロール体制を整備します。 

●空家の異変に気が付いたら、警察や市役所に連絡します。 

社会福祉協議会の取り組み 

●地域における見守りの組織の拡充を図ります。 

市の取り組み 

●警察と連携して、防犯情報の共有を図ります。 

●「愛情ねっと」などを活用し、犯罪発生情報などの提供を行い、防犯意識を高

めます。 

●地域や団体が実施する学習の機会を通じて、防犯や交通安全の意識向上に努め

ます。 

●防犯灯などの防犯設備の設置を支援します。 

●防犯パトロールを強化します。 

●消費者トラブルなどに対する相談体制を強化します。 
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（市の主な事業） （社会福祉協議会の主な事業） 

・高齢者の見守り 

・青色防犯パトロール事業 

・ささえあい活動における地域の見守

り組織の設置 

・防犯灯設置補助事業 

・交通安全教室の開催 

・民生委員・児童委員、福祉委員によ

る地域の見守り活動の充実 

・交通安全推進隊  

※主な事業については、資料編に事業説明を掲載しております。 
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（３）バリアフリー・ユニバーサルデザインのまちづくり 

【取り組みの方向性】 

子どもや高齢者、障がい者などすべての住民が安心して快適に生活するためには、

道路や施設、移動手段などを整備し、誰にとっても活動しやすい環境の整備が重要と

なります。 

ヒアリング調査をみると、買い物支援や交通・移動支援に対するニーズがあること

が読み取れます。また、高齢者や障がい者が住みよいまちをつくるために重要なこと

としても、道路や公共施設などのバリアフリーが必要です。 

このため、誰もが積極的に社会参加できるよう、道路や公共施設などのバリアフリ

ー※１９化やユニバーサルデザイン※２０のまちづくりを推進するとともに、住民の買い

物支援や移動支援を推進します。 

 

【取り組みの内容】 

個人・家族で出来ること 

●バリアフリーやユニバーサルデザインに関心を持ちます。 

●高齢者や障がい者の移動の手助けをします。 

●障がい者等用駐車場への配慮や点字ブロックの上に物を置かないなどに気をつ

けます。 

隣近所・地域で出来ること 

●行事や研修などを開催する際、バリアフリーやユニバーサルデザインを意識し

ます。 

社会福祉協議会の取り組み 

●買い物支援や移動支援など新たな地域福祉サービスの創設を検討します。 

市の取り組み 

●高齢者や障がい者に配慮した道路環境の整備に努めます。 

●地域の公民館や公共の施設のバリアフリー化を推進します。 

●高齢者や障がい者に必要な移動サービスや情報提供の充実を図ります。 

 

（市の主な事業） （社会福祉協議会の主な事業） 

・公共施設（建築物）の整備 

・道路の整備 

・新しいインフォーマルサービスの実

施 

・公園施設の整備  

・福祉特別乗車証交付制度  

※主な事業については、資料編に事業説明を掲載しております。 

 

※１９：すべての人にとって日常生活の中で存在するあらゆる障壁を除去すること 

※２０：すべての人が快適に利用できるよう製品、建物、生活空間などをデザインすること  
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（４）基本目標４における評価指標と目標値 

評価指標 

現状 

２０１７年 

（平成２９年度） 

目標 

２０２２年 目標の根拠 

自主防災組織の組織率 ８０．１％ １００％ 
第２期計画で目標値未達

のため、同じ目標値設定 

避難行動要支援者名簿の登

録者数 
１,０９８人 １,４００人 

５年間に約３００人の増

加目標（現在までの増減

割合を考慮） 

防災ボランティアの登録数 － ３０人 

災害ボランティアセンタ

ー活動を実施するのに最

低限必要なボランティア

の数が３０名と設定 

安全だと思う市民の割合 ７６．３％ ８０．０％ 

アンケート結果詳細から

居住区別で一番高い数値

が８０．４%であるた

め、全体をこの数値まで

引き上げる（新・第５次

荒尾市総合計画から設

定） 
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第 5章 推進体制について 

１ 協働による計画の推進 

すべての住民が住み慣れた地域の中で心豊かに安心して暮らせるまちを実現させ

るためには、地域と行政が連携し、地域づくりに取り組んでいくことが重要です。 

このため、本計画の推進にあたっては、地域のさまざまな担い手がそれぞれの特徴

や能力を活かし、役割を果たしながら、お互いに連携を図り、「協働」による取り組み

を推進していきます。 

（１）住民の役割 

地域福祉を充実させることも含め、まちづくりの主役は地域で生活する住民自

身です。 

住民一人ひとりが地域社会の一員であることを自覚し、福祉に対する意識を高

め、福祉サービスの受け手にとどまらず、地域福祉の担い手として、地域活動や

近所付き合い、ボランティアなどの社会活動に参加するなど、積極的・主体的に

地域社会に参画することが求められています。 

（２）関係団体の役割 

地域団体やボランティア団体、福祉サービス事業者やＮＰＯ法人などの関係団

体には、地域社会の一員として、より専門的立場から地域福祉を支えていく役割

があります。 

今後は、提供するサービスの量や質を確保するとともに、多様化するニーズへ

の対応、住民の地域福祉への参画に対する受け皿としての体制の確保などが求め

られています。 

（３）社会福祉協議会の役割 

地域包括ケアシステムの構築に向けたインフォーマルな仕組みづくりと関係団

体の活動支援に取り組んでいくことや、多様化するニーズに対する公的なサービ

スを創出する団体として、フォーマル、インフォーマルの両面から地域福祉を推

進していくことが求められています。様々な団体との連携を図りながら、計画を

推進して、地域福祉の中核的な団体としてその役割を果たします。 

 

（４）行政の役割 

住民の福祉の向上を目指し、地域の現状やニーズなどを踏まえ、住民、関係団

体、社会福祉協議会、関係機関などと相互に連携・協力を図り、福祉施策を推進

していくことは行政の責務です。 

福祉課を中心に庁内の関係課との連携を図りながら、計画を推進します。 
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２ 計画の点検・評価と継続的な改善 

第２期の計画では、進捗状況の管理は、市の職員により、計画の点検・評価を実施

し、次年度以降の計画の推進及び事業内容の改善に努めてきました。 

今回の第３期計画では、これまで行ってきた点検・評価体制を更に充実させ、計画

の継続的な改善を図る PDCAサイクル（Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、

Action（改善））を確立するため、外部の委員で組織された委員会において検証を行

っていきます。また、点検・評価を客観的に行うため、評価指標と目標値をできるだ

け客観的な項目としました。 

これらの評価指標と目標値を用いて、計画の進捗状況を点検・評価し、福祉に関す

る事業を定期的に把握・整理を行い、計画の推進や事業の改善につなげます。 

 

 

【地域福祉計画におけるＰＤＣＡサイクル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 中間評価などの結果を踏まえ、必要

があると認められるときは、計画の

見直しなどを実施します。 

改善（Action） 

 基本目標に即して評価指標及び目標値を設定すると
ともに、地域が抱える生活課題をどのように解決し

ていくかを踏まえ計画を立てます。 

計画（Plan） 

 計画の内容を踏まえ、事業

を実施します。 

実行（Do） 

評価指標及び目標値については、少なくとも１年に

１回その実績を把握し、地域福祉や関連施策の動向

も踏まえながら、計画の中間評価として点検・評価

を行います。 

 中間評価の際には、外部の委員で組織された委員会

において検証を行います。 

評価（Check） 
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１ 評価指標と目標値一覧【再掲】 

基本目標１ 

評価指標 

現状 

２０１７年 

（平成２９年度） 

目標 

２０２２年 目標の根拠 

「とても親しく付き合って

いる」「わりと親しく付き合

っている」市民の割合 

３２．２％ ４５．０％ 
第２期計画で目標値未達

のため、同じ目標値設定 

「親しく相談したり助け合

ったりするのは当然であ

る」と思う市民の割合 

３２．５％ ６０．０％ 
第２期計画で目標値未達

のため、同じ目標値設定 

住まいの地域の暮らしやす

さ（近所との付き合い）に

ついて、満足と思う市民の

割合 

２５．６％ ３５．０％ 
第２期計画で目標値未達

のため、同じ目標値設定 

ささえあい活動におけるい

きいきサロン実施地区数 
５３地区 ６５地区 

１年間に約２地区増加目

標（第７期荒尾市高齢者

福祉計画及び介護保険事

業計画から設定） 

なんらかの地域活動に参加

している市民の割合 
６１．１％ ７２．０％ 

第２期計画で目標値未達

のため、同じ目標値設定 

民生委員・児童委員の充足率 ８６．３％ １００％ 
地域福祉を充実させるた

め必要な人材であるため 

認知症サポーター数 ８,２２９人 １２,０００人 

１年間に約７００人増加

目標（第７期荒尾市高齢

者福祉計画及び介護保険

事業計画から設定） 

 

基本目標２ 

評価指標 

現状 

２０１７年 

（平成２９年度） 

目標 

２０２２年 目標の根拠 

福祉に関する情報が必要な

時に、なかなか情報が手に

入らないと思う市民の割合 

２１．２％ １６．０％ 
第２期計画で目標値未達

のため、同じ目標値設定 
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生活困窮者支援終了件数 － 
２５件 

(５か年累計) 

１年間に５件終了目標

（新・第５次荒尾市総合

計画から設定） 

生活困窮者自立支援法（制

度）について、聞いたこと

もあり、内容も知っている

人の割合 

７．６％ ２０．０％ 
１年間に約２％の増加目

標 

社会福祉協議会が受任する

成年後見等の件数 
２件 １０件 

現体制で受任可能な最大

数を１０件と設定 

 

基本目標３ 

評価指標 

現状 

２０１７年 

（平成２９年度） 

目標 

２０２２年 目標の根拠 

日々の生活において自分や

家族の健康に悩みや不安を

かかえる市民の割合 

５９．８％ ３５．０％ 
第２期計画で目標値未達

のため、同じ目標値設定 

特定健診受診率 
３２．４％ 

（２０１６年） 

６０．０％ 

（２０２３年） 

１年間に約５％の増加目

標（荒尾市国民健康保険

特定健康診査等実施計画

から設定） 

健康で幸せな生活を維持し

ていると感じる市民の割合 
８０．８% ９１．０% 

１年間に約２%の増加目

標（新・第５次荒尾市総

合計画から設定） 

ファミリー・サポート・セン

ター事業の会員数 
３３０人 ３８０人 

１年間に１０人の増加目

標（荒尾市子ども・子育

て支援事業計画から設

定） 

この地域で子育てをしたい

と思う親の割合 
５６．６% １００％ 

新・第５次荒尾市総合計

画から設定 

シルバー人材センター会員

数 
４０４人 ４２４人 

１年間に４人の増加目標

（シルバー人材センター

の年間目標から設定） 

※特定健診受診率については、荒尾市国民健康保険特定健康診査等実施計画に沿って目標値を設

定。この計画が２０１８（平成３０）年度から２０２３（平成３５）年度の６年計画のため、６年

後の目標値を記載。 
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基本目標４ 

評価指標 

現状 

２０１７年 

（平成２９年度） 

目標 

２０２２年 目標の根拠 

自主防災組織の組織率 ８０．１％ １００％ 
第２期計画で目標値未達

のため、同じ目標値設定 

避難行動要支援者名簿の登

録者数 
１,０９８人 １,４００人 

５年間に約３００人の増

加目標（現在までの増減

割合を考慮） 

防災ボランティアの登録数 － ３０人 

災害ボランティアセンタ

ー活動を実施するのに最

低限必要なボランティア

の数が３０名と設定 

安全だと思う市民の割合 ７６．３％ ８０．０％ 

アンケート結果詳細から

居住区別で一番高い数値

が８０．４%であるた

め、全体をこの数値まで

引き上げる（新・第５次

荒尾市総合計画から設

定） 
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２ 主な事業一覧 

（１）市の主な事業【事業の再掲と説明】 

基
本
目
標
１ 

（1）支え合いづくり 

協働の地域づくり推進

事業及び地域元気づく

り事業 

住民同士及び住民と市が対等な関係で実施する地域住民の

交流事業や健康増進事業、環境美化事業など地域課題の解

決に必要なまちづくり事業を推進します。 

荒尾市老人クラブ連合

会活動支援 

高齢者の訪問・相談などの支え合い活動、グラウンドゴル

フなどの健康づくり・介護予防活動、参加している各老人

クラブ間の連絡、調整や他団体との連携協力活動などを実

施。市の取り組みとしては主に財政面から支援します。 

高齢者・障がい者交流

授業 

道徳や総合的な学習の時間などを活用し、高齢者や障がい

者との交流を通した体験学習やボランティア活動を行いま

す。 

介護予防・生活支援サ

ービスの体制整備 

社会福祉協議会に生活支援コーディネーターを設置し、介

護予防教室やいきいきサロンなどの介護予防活動の活性化

や民間が行う食料の配達・配食などの生活支援サービスを

促進します。 

（2）交流・ふれあいの促進 

ふるさとづくりの推進

事業 

自然と共生した美しい街並みの形成や都市機能の充実な

ど、定住しやすい環境づくりに取り組むとともに、コミュ

ニティの再生や安全・安心なまちづくりを通して、まちの

魅力を向上させ、暮らしやすいまちづくりを推進すること

を目的として、「グリーンアベニューの植栽」、「あじさい

公園づくり」、「荒尾駅前花壇の整備」を推進します。 

花のまちづくり推進事

業 

公共性の高い場所で、かつ不特定多数の人々が観賞できる

花壇の設置、花の育成、管理まで行う活動に対し、春と秋

の年２回花苗を配布することで、住民参加による緑化の推

進及び花に親しむ活動を通じて新たなコミュニティの形成

を図ります。 

（３）心のバリアフリーの推進 

コミュニケーションボ

ードの普及 

コミュニケーションが苦手な発達障がい者や知的障がい者

などの人と意思疎通を図るためのボードの普及啓発を図り

ます。 
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障がいを理由とする差

別の解消 

広報誌やホームページなどを通じ、「障害者差別解消法」

や障がいの特性、それに応じた合理的配慮に関する情報の

周知を図ります。また、障がい者団体などが行う交流会を

通じ、住民の障がいに関する理解を深めます。 

障がいのある児童が共

に学べる環境づくり 

障がいのある児童生徒が可能な限り障がいのない児童生徒

と共に学べる環境づくりを推進します。 

障がいのある児童との

交流教育 

障がいのある児童生徒と障がいのない児童生徒との相互理

解を深めるための交流教育を推進するとともに、体験交流

の場の確保に努めます。 

（４）ボランティア活動の促進 

生活支援ボランティア

支援 

公的制度では対応が難しいような日常生活のちょっとした

困りごとを支援する生活支援ボランティアの人材育成と活

用を推進します。 

いきいき人づくり助成

事業 

人材育成及び地域活性化のための先進地視察研修や講演会

の開催事業に対し助成します。 

市民活動サポート事業 民間非営利団体の発展や自立、活性化のための事業に対し

助成します。 

市民活動補償制度 安心して地域社会活動など公益性のある市民活動が行える

ように、市内に活動の拠点を置く団体の活動中に事故が起

きた際の補償を行います。 

市民活動支援講座 市民活動を行っている人や興味のある人に対し、市民活動

に役立つスキルの習得を図ります。 

市民活動支援 花いっぱい推進協議会、おもやい市民花壇の会、助丸区花

菖蒲愛好会をはじめ、各種市民活動団体を支援します。 

コミュニティ活動の促

進 

緑化講習会など、地域住民の活動・交流の活性化を図る事

業を実施します。 

（５）共生社会の推進 

地域ケア会議の充実 介護予防や自立支援に向けたケアマネジメント能力の向上

を目的にケアマネージャーやリハビリテーション専門職、

その他医療関係者、家族、民生委員・児童委員などが参加

した会議を充実させます。 

認知症の人を支える体

制づくり 

認知症地域支援員を地域包括支援センターに配置し、認知

症に関する相談体制を強化するとともに、認知症の人やそ

の家族を支えるために地域や関係機関のネットワークの構

築強化を図ります。 

認知症サポーターの養

成 

認知症の人を支援するための養成講座を積極的に開催し、

認知症サポーターの養成を図ります。 
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認知症普及啓発推進事

業 

小中学校や企業へのＰＲを拡大し、認知症サポーター養成

講座の拡大を図ります。また、地域や事業所などと連携

し、認知症サポーターの活動を活性化できるよう検討しま

す。 

基
本
目
標
２ 

（1）きめ細やかな情報提供 

出前講座 

 

市政について市民の理解を深めるため、市民１０人以上の

団体が開催する研修などに職員を派遣し、実施している事

業や各種制度などについてわかりやすく説明します。 

情報誌の作成、更新 生活支援サービスガイドマップや地域介護予防活動ガイド

など福祉サービスや利用手続きの情報をまとめた情報誌を

作成または、作成している情報誌の情報更新に努めます。 

（2）包括的な相談支援体制づくり 

生活困窮者自立相談支

援事業 

生活困窮者からの相談に応じ、生活保護に至る前の早期の

段階から、就労準備支援や家計相談支援など、自立に向け

た様々な支援を包括的に行います。 

民生委員・児童委員に

よる相談支援 

地域住民が抱えている問題について、民生委員・児童委員

による相談支援を促進します。 

高齢者・障がい者虐待

に関する相談窓口設置 

高齢者や障がい者への虐待に関する相談窓口を設置し、虐

待の予防および早期発見・早期対応を図ります。 

緊急時の保護措置 

 

高齢者や障がい者、子ども、女性などに対する緊急時の保

護措置を行うことで、安心安全な支援体制づくりを推進し

ます。 

空家関連の相談支援 関係各課や関係団体との連携を深め、空家関連の相談体制

を充実させるとともに、空家バンク制度などを活用し、空

家の活用を推進します。 

家庭児童相談及び女性

相談事業 

家庭問題や子育て、ＤＶなど生活全般に関する相談に応

じ、相談者に対し情報提供を行います。 

（３）地域のニーズに対応したサービスの充実 

小規模多機能型居宅介

護支援事業所整備事業 

「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じ、

「訪問」「泊り」を組み合わせたサービスを提供する施設

の整備を推進します。 

介護予防拠点整備事業 公民館のバリアフリー化を推進し、誰もが利用しやすい施

設へ改修を行うことにより、体力アップ体操やいきいきサ

ロンなどの介護予防活動の充実を図ります。 

（４）適切なサービス利用の推進 

専門職に対するスキル

アップ支援 

介護関連の専門職などに対し、多職種事例検討会や専門職

研修を実施し、専門職のスキルアップを支援し、適切なサ

ービスの提供を促進します。 
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成年後見制度利用支援

事業 

成年後見制度の市長申立てに要する経費及び後見人等の報

酬の全部又は一部を助成します。 

基
本
目
標
３ 

（１）地域ぐるみでの健康づくりと介護予防 

国保特定健診受診勧奨

事業 

広報誌やパンフレットなどへの記事を掲載することにより

国民健康保険の特定健診受診率の向上を図ります。 

重症化予防事業 健診受診後の指導助言の充実を図るとともに、関係団体と

連携し、糖尿病性腎症をはじめとした生活習慣病の重症化

予防の推進を図ります。 

運動教室の開催 体力アップ体操教室や介護予防体操など健康づくりを目的

とした運動教室を促進します。 

地区栄養教室の開催 子どもから高齢者まで健全な食生活実践のための食育活動

を推進する食生活改善推進員を養成し、地域での栄養教室

などの開催を促進します。 

おやこ料理教室の開催 食生活の改善、子どもの食育などを目的に、親子で参加で

きる料理教室の開催を促進します。 

ウォーキングコースマ

ップの作成 

肥満解消や生活習慣病予防など健康づくりを推進するた

め、地域の人と一緒にウォーキングコースマップの作成を

行います。 

（2）子どもの健やかな成長 

家庭教育の推進 「荒尾っ子のできるといいね」を全児童生徒に配布し、家

庭教育の指針とし、普及啓発を図ります。 

妊娠、出産、子育ての

切れ目ない支援体制づ

くり 

要支援児・要支援家庭の早期発見と早期支援に努め、関係

各課や関係機関との連携を強化するとともに、子育て世代

のためのワンストップ拠点(子育て世代包括支援センタ

ー）の設置を検討します。 

乳児家庭の全戸訪問 子育て情報の提供や相談に応じるため、乳児のいる全家庭

を訪問します。 

ファミリー・サポー

ト・センター事業 

子育てを援助したい人と援助を受けたい人が会員登録し、

子どもの預かりや送迎などの援助活動を通じ、地域で子育

てを推進します。 

放課後児童クラブ推進 保護者が仕事などで昼間家庭にいない児童に対し適切な遊

びや生活の指導を行うことで、児童の健全な育成を図ると

ともに、保護者の仕事と子育ての両立を支援します。 
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放課後子ども教室 学校の空き教室を利用して、子ども達の放課後の活動拠点

を設け、地域の人々の参画を得ながら、勉強やスポーツ・

文化活動、地域住民との交流活動などの機会を提供するこ

とにより、子ども達が地域社会の中で、心豊かで健やかに

育まれる環境づくりを推進します。 

コミュニティ・スクー

ル事業の推進 

学校と家庭、地域住民が連携し、学校の運営に地域の声を

生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進め、

子どもたちの豊かな成長を支えます。 

（３）生きがい活動の促進 

学び合いネットワーク

事業 

住民の「学び」や「生きがい」につながる活動を活性化さ

せるため、公共施設を使用しているサークル同士の連携や

ネットワーク化を図り、情報交換や情報の共有化を促進し

ます。 

市立図書館の整備 書籍等の録音版（録音図書）や点字版（点字図書）の貸出

を推進します。また、高齢者層への読書普及・拡大を図る

ため、おはなし会を実施します。 

中央ふれあいスポーツ

クラブ（総合型地域ス

ポーツクラブ）の促進 

生きがい活動や地域住民の交流を目的に、スポーツ活動か

ら趣味の活動まで多種多様なクラブ活動の運営支援を実施

します。 

スポーツ大会の開催 生涯スポーツや運動の普及・啓発のため、スポレクあらお

や市民マラソン大会、クロスカントリー大会を開催しま

す。 

シルバー人材センター

支援 

高齢者が活躍できる生涯現役社会の実現に向け、シルバー

人材センターの支援を通じた高齢者の雇用機会の促進を図

ります。 

基
本
目
標
４ 

（１）緊急時・災害時の助け合いのしくみづくり 

防災マップの改訂 住民一人ひとりが防災対策を考え、行動することに役立つ

よう内容を工夫し、危険箇所や避難所を確認するだけの防

災マップではなく、災害時に使用できる防災マップの改訂

を目指します。 

自主防災組織の設立育

成・周知啓発 

地域防災力を向上させるために、自主防災組織の設立を促

進するとともに、設立した団体に対し、防災訓練の実施や

研修会を開催し、団体の育成及び周知啓発を図ります。 

荒尾市総合防災訓練 防災関係機関や自主防災組織などが参加する防災訓練を実

施し、防災力向上を図ります。 

図上訓練の実施 各種災害発生を想定した地図上での災害対応訓練の実施を

補助し、防災意識向上を図ります。 
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避難行動要支援者支援 高齢者や障がい者など災害時に自力で避難することが難し

い人に対し、支援体制の整備を行います。 

（２）地域ぐるみでの見守り・防犯活動 

高齢者の見守り 高齢者の実情（６５歳以上の一人暮らし）に応じ、地域で

安心して暮らせるよう、民生委員・児童委員による見守り

活動を促進します。 

青色防犯パトロール事

業 

青色防犯パトロール車による見守り活動を促進します。 

 

防犯灯設置補助事業 歩行者の安全確保及び犯罪発生防止のため、LED防犯灯

の設置に対する補助を行います。 

交通安全教室の開催 子どもから高齢者まですべての年代を対象とし、関係機関

からの申請のもと、交通安全教室を開催し、交通安全の意

識向上を図ります。特に、子どもに対しては、小学校と連

携し、安全な歩行や自転車の乗り方を指導することで、交

通事故防止に努めます。 

交通安全推進隊 本市職員で構成された交通安全推進隊を組織し、主要道路

の交差点で交通指導を実施することで、交通事故防止に努

めます。 

（３）バリアフリー・ユニバーサルデザインのまちづくり 

公共施設（建築物）の

整備 

市庁舎や市営住宅などの公共施設について、「バリアフリ

ー法」や「熊本県やさしいまちづくり条例」などに基づい

た整備を図ります。 

道路の整備 歩道設置や幅員確保、段差解消、点字ブロックなどバリア

フリーに配慮した道路整備を関係機関と連携を図り推進し

ます。 

公園施設の整備 園路の段差解消や障がい者等用駐車場の確保、トイレの整

備などバリアフリーに配慮した公園施設の整備を図りま

す。 

福祉特別乗車証交付制

度 

高齢者や障がい者などに対し、交通料金の割引制度を周知

し、移動支援を図ります。 
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（２）社会福祉協議会の主な事業【事業の再掲と説明】 

基
本
目
標
１ 

（1）支え合いづくり 

地域福祉活動説明

会、座談会の開催 

公民館などに出向き、支え合うことの重要性を住民に周

知し、ささえあい活動に取り組む区の増加とささえあい

の意識向上を図ります。 

ささえあい活動のメ

ニューの増設 

ささえあい活動のメニューを現在の８つから地域のニー

ズに合わせて、順次、増加させていきます。特に買い物

支援や移動支援については地域のニーズが高いことから

新たなメニューの開発を検討します。 

ささえあい活動実施

のマニュアル化 

ささえあい活動を容易に始められるよう、活動の立ち上

げ及び活動の継続をマニュアル化します。 

地縁組織維持のため

の方策の検討 

近い将来、地縁組織の維持が困難となってくることが懸

念されているため、地縁組織によるささえあいが継続で

きるよう支援策を検討します。 

新たなコミュニティ

の在り方の検討 

近い将来、地縁組織の維持が困難となってくることが懸

念されているため、地縁組織以外の新たなコミュニティ

の在り方とささえあいの方法を検討します。 

（2）交流・ふれあいの促進 

いきいきサロン設置

の推進 

ささえあい活動のメニューの一つであるいきいきサロン

に取り組む区を増やし、地域における集いの場の増加を

図ります。 

（３）心のバリアフリーの推進 

ワークキャンプや福

祉体験学習 

子どもの頃から福祉の心を育むよう、市内の小中高校を

対象にした福祉の体験学習や夏休みに実施するワークキ

ャンプへの参加を積極的に呼びかけ参加者の増加を図り

ます。 

ゲストティーチャー

の派遣 

学校における福祉学習を支援するため、市内の小中高生

へ手話、点字、朗読などを教えるゲストティーチャーの

派遣回数を増やすとともに、事業を周知します。 

座談会やささえあい

活動説明会の開催 

公民館などで座談会や説明会などを開催し、支え合うこ

との重要性を説明、ささえあいの文化が地域に根付くよ

う、地域福祉を推進します。 
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（４）ボランティア活動の促進 

ボランティア養成講

座の実施 

ボランティア養成講座を開講してボランティアの養成と

登録を推進します。また、認知症支援や医療支援などの

高度な専門性を要するボランティアの養成も検討しま

す。 

ボランティア啓発イ

ベントの開催 

多くの住民がボランティア活動に取り組めるよう、ボラ

ンティアのイベントを開催し、ボランティアの啓発活動

に取り組みます。 

ボランティアグルー

プ活動支援 

ボランティアグループの活動支援を行います。また、ボ

ランティアのグループ化を促し、ボランティアグループ

の増加を図ります。 

ボランティアコーデ

ィネート件数の増加 

ボランティアを必要とする人にボランティアの紹介や斡

旋する件数の増加を図ります。 

ボランティア情報誌

の発行 

 

定期的に情報誌を発行してボランティアの情報発信を行

い、ボランティア活動を啓発します。また、ボランティ

アニーズ情報を掲載してボランティアのマッチングを行

います。 

（５）共生社会の推進 

認知症徘徊模擬訓練 認知症になった人が在宅で安心して生活できるよう地域

住民が主体となって認知症徘徊模擬訓練を行い、見守り

の組織づくりを行うとともに、住民に認知症に対する知

識の普及啓発を行います。 

ささえあい活動にお

ける生活支援実施地

区数の増加 

ささえあい活動メニューの一つである生活支援に取り組

む区の増加を図り、地域住民のささえあいによる高齢者

の生活支援を拡充させます。 

生活支援ボランティ

ア事業の利用促進 

高齢者の生活上の困りごとをボランティアの支援により

解決を図る生活支援ボランティア事業の周知を行い、利

用促進を図ります。また、生活支援ボランティアの登録

も進め、利用しやすい環境を整えていきます。 

地区協議会地域福祉

部会設立支援 

地区協議会内に地域福祉部会の設立を支援して、行政区

よりも大きい枠組みでの地域福祉の仕組みを創設し、さ

さえあいネットワークの充実を図ります。 

 

 

  



83 

基
本
目
標
２ 

（1）きめ細やかな情報提供 

社協だよりの発行 年に６回社協だよりを発行し、きめ細やかな福祉情報の

提供に努めます。また、見やすい紙面づくりを実施して

多くの住民の目に留まるような工夫をしていきます。 

新たな情報提供の方

法の検討 

ホームページ、SNSなどを活用することに加え、新た

な情報提供の仕組みを検討します。 

（2）包括的な相談支援体制づくり 

総合相談事業実施の

検討 

住民からの様々な相談を受け、解決に向けた支援を図る

総合相談事業の立ち上げを検討します。 

コミュニティソーシ

ャルワーカー配置の

検討 

住民が抱える問題の解決を支援するコミュニティソーシ

ャルワーカ―の配置を検討します。また、総合相談事業

との連携を検討します。 

生活資金、生活福祉

資金の貸付 

生活資金と生活福祉資金の貸付を行い、低所得者や障が

い者の支援を行っていきます。 

（３）地域のニーズに対応したサービスの充実 

生活支援コーディネ

ーターの配置 

生活支援コーディネーターを配置し、新たな社会資源の

開発や生活支援ボランティアの紹介を行うことで、高齢

者の困りごと解決に向けた支援を行っていきます。 

生活支援ボランティ

ア制度の充実 

 

生活に関するあらゆる困りごとの依頼に対応できるよ

う、様々なボランティアを養成し、生活支援ボランティ

ア制度の充実を図ります。 

空家を活用した新し

いサービスの検討 

地域の困りごととして多く意見があげられる、空家問題

に対する新しいサービスの実施を検討します。 

フードバンク事業 

 

生活に困窮されている人に対する緊急食糧支援を実施し

ます。企業の社会貢献活動と連携を図りながら、食材な

どの確保に努め、事業を拡充していきます。また、子ど

も食堂への食材提供の面での活動支援も実施します。 

（４）適切なサービス利用の推進 

権利擁護センター

（仮称）を設置 

権利擁護センター（仮称）を設立し、地域福祉権利擁護

事業、成年後見制度法人後見事業の拡充を図ります。ま

た、センターの設立にあたっては人員体制を整える必要

があるため、体制の整備を図ります。 

市民後見人の養成 

 

市民後見人養成講座を実施して市民後見人の養成を図り

ます。さらに社会福祉協議会が実施する権利擁護事業や

法人後見の生活支援員として養成した市民後見人の活用

を検討します。 

  



84 

基
本
目
標
３ 

（１）地域ぐるみでの健康づくりと介護予防 

介護予防貯筋体操指

導者の派遣 

公民館などに貯筋体操の指導者を派遣し、地域の介護予

防の拠点を増やします。 

はつらつ貯筋教室の

実施 

地域に公民館のない人を対象にした貯筋体操教室を開催

します。 

通所型サービス Cの

卒業者を対象とした

運動教室の実施 

介護予防・総合事業の通所型サービス Cを卒業される人

向けの体操教室を実施します。 

地域介護予防の拠点

の増加 

公民館などで介護予防の貯筋体操に取り組む区の増加を

図り、介護予防に努めます。 

（2）子どもの健やかな成長 

子ども・子育てサロ

ン、学習支援の拡充 

子ども・子育てサロンや学習支援など子供向けの事業の

立ち上げと活動に対する支援を行います。 

子ども食堂の実施 子ども食堂の立ち上げと活動の支援を実施します。 

福祉教育の充実 子どもたちの福祉教育の場となるよう、社会福祉協議会

で取り組むささえあい活動などの事業に参加してもらう

機会を増やします。 

（３）生きがい活動の促進 

生きがいを感じても

らえるような地域福

祉活動の場の提供 

地域住民がボランティアや地域福祉活動に取り組むこと

で、生きがいを感じることができるよう、ささえあい活

動などの活動の場を増加させます。 

生活支援ボランティ

アフォローアップ講

座 

生活支援ボランティアとして登録された人に対し、モチ

ベーションアップのための講座を実施します。 

基
本
目
標
４ 

（１）緊急時・災害時の助け合いのしくみづくり 

防災ボランティア養

成 

 

防災ボランティア養成講座を実施して、災害が発生した

時に復興支援活動をすることができるボランティアの養

成を図ります。 

災害ボランティアセ

ンター設置訓練の実

施と啓発 

 

災害ボランティアセンター設置訓練を実施し、職員の災

害対応のスキルアップを図るとともに、住民に対し、災

害が発生した時には災害ボランティアセンターが設置さ

れて、社会福祉協議会が復興支援に向けた活動を実施す

ることを啓発します。 

災害時にも活動でき

る見守り組織づくり

の促進 

日頃の見守り活動が災害時にも役立つことを啓発して、

災害時にも活動できる組織づくりを進めていきます。 
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（２）地域ぐるみでの見守り・防犯活動 

ささえあい活動にお

ける地域の見守り組

織の設置 

ささえあい活動における地域ぐるみでの見守り組織の設

置数の増加を図ります。 

 

民生委員・児童委

員、福祉委員による

地域の見守り活動の

充実 

民生委員・児童委員、福祉委員の活動を支援して、両団体

の見守り活動の充実を図ります。 

（３）バリアフリー・ユニバーサルデザインのまちづくり 

新しいインフォーマ

ルサービスの実施 

ニーズの高い買い物支援や移動支援に対し、新たなサー

ビスの立ち上げを検討します。 
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３ 荒尾市地域福祉計画策定委員会設置要綱 

 

平成 19年８月 23日告示第 165号 

改正 平成 22年３月 31日告示第 49号 

荒尾市地域福祉計画策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 107 条の規定に基づく荒尾市地域福祉計

画（以下「計画」という。）の策定に関して、広く市民の意見等を聴取し、計画に反映させること

を目的として、荒尾市地域福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、計画の策定及び施策の推進に関することについて審議する。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員 25名以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 住民代表 

(３) 保健、医療事業の関係者 

(４) 福祉関係団体の関係者 

(５) 関係行政機関の職員 

(６) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に規定する事項についての審議が終了するまでとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長各１名を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

（意見の聴取） 

第７条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を要請し、意見

又は説明を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。 

附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（平成 22年３月 31日告示第 49号） 

この告示は、平成 22年４月１日から施行する。 
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４ 荒尾市地域福祉計画策定委員会委員名簿 

 

№ 団体名 役職 氏名 

1 荒尾市民生委員児童委員協議会連合会 副会長 甲斐田 忠 

2 荒尾市老人クラブ連合会 副会長 江原 武美 

3 桜山地区協議会 会長 吉冨 修 

4 荒尾市身体障害者福祉協会連合会 会長 斎 浩史 

5 荒尾市手をつなぐ育成会 事務局長 中嶋 真也 

6 荒尾長洲地域精神障がい者家族会 副会長 近藤 辰夫 

7 荒尾市ボランティア連絡協議会 副会長 隅倉 理香 

8 荒尾市保育協議会（なかよしの森保育園） 園長 上野 重実 

9 荒尾市社会福祉協議会 事務局長 鶴 弘幸 

10 九州看護福祉大学 教授 豊田 保 

11 荒尾市医師会 副会長 伊藤 隆康 

12 荒尾市校長会 会長 寺田 哲也 

13 荒尾警察署 生活安全課長 石川 史樹 

14 荒尾消防署 署長 畑中 二郎 

15 荒尾市消防団 団長 米井 昭文 

16 川北区自主防災会 区長 深浦 一博 

17 荒尾市行政協力会 会長 藪内 孝則 

18 荒尾市福祉委員連絡協議会 会長 髙尾 光男 

19 猫宮区いきいきサロン 代表者 吉丸 正昭 

20 荒尾市ファミリーサポートセンター「さくらんぼ」 提供会員 髙井 景子 

21 女性ネットワーク荒尾代表者会（コスモス会） 役員 渡辺 妙子 

22 熊本県老人福祉施設協議会 会長 鴻江 圭子 

23 荒尾市地域包括支援センター 所長 岩本 理歌子 

24 荒尾市福祉事務所 所長 塚本 雅之 

（平成２９年８月３０日）  
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５ 荒尾市地域福祉計画策定作業部会員名簿 

 

 氏 名 所 属 

１ 平川 喜晴 荒尾市社会福祉協議会 

２ 片山 桂輔 荒尾市社会福祉協議会 

３ 門田 大佑 くらしいきいき課 

４ 松尾 陽子 子育て支援課 

５ 井上 みどり 健康生活課 

６ 大久保 豊 高齢者支援課 

７ 林 さやか 教育振興課 

８ 宮脇 研志 生涯学習課 

９ 田代 英之 福祉課 

１０ 原口 富美 福祉課 

１１ 伊藤 信也 福祉課 

１２ 中川 大輔 福祉課 

（平成２９年５月２５日）  
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